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午前１０時００分 開議 

○議長（堀 光雄君） おはようございま

す。 

 出席議員は、定足数に達しておりますの

で、会議は成立いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 本日の議事は、お手元に配付またはタブ

レットに配信しております議事日程第２号を

もって進めます。 

───────────────── 

  ◎日程第１ 市政に対する一般質問 

○議長（堀 光雄君） 日程第１ 市政に対

する一般質問を行います。 

 久保田隆二議員の登壇を願います。 

久保田議員。 

○２番（久保田隆二君） おはようございま

す。２番、市民クラブの久保田隆二です。 

 事前の通告に従いまして、一般質問をさせ

ていただきます。 

 まずは、三沢市の準公式サイト「みーな

び」について質問いたします。 

 当市において、令和６年３月１日に、三沢

市の様々な魅力を発信するサイト「みーな

び」が開設される予定であります。当該サイ

トは官民連携事業として開設されるもので、

サイトの構築・運用に係る費用は全て、地域

の事業者からの広告料で賄うもので、市の経

費を一切かけずに、地域メディアを開設でき

るものと承知をしております。 

 一方で、本事業にて広告募集やサイト構

築・運用を行う協働事業者は、大阪市に本社

をおく株式会社サイネックスであり、地域の

お金が広告料という形で市外の会社に流出す

ることになります。恐らくですが、当該サイ

トの運営が継続する限り、毎月、毎年、広告

料という形でサイネックスに地域のお金が流

れ続けることになると考えております。 

 協働事業者を選定する際に行政が考えるべ

き視点は、市の経費がかかる、かからないだ

けではなく、地域経済に与える影響も考慮す

べきであると考えており、今回の「みーな

び」事業の場合で言えば、広告募集やサイト

の構築・運用を行う協働事業者の会社が、地

域の事業者から広告料の名目で収入を得るこ

とから、地域の中でお金を回すという観点に

おいて、市内の業者を「みーなび」事業の協

働事業者として選定することが望ましいと考

えております。 

 また、本事業を市内業者と連携して実施す

ることで、市内の企業・人材のスキルを高

め、デジタル人材を育成することにもつなが

ることから、今後、市内業者と協働して実施

するべきであると考えておりますが、当市の

御見解をお伺いいたします。 

 次に、二つ目として、特殊詐欺被害防止の

ための取組について質問いたします。 

 青森県警のホームページによりますと、令

和５年１月から１１月末までの青森県内の特

殊詐欺被害の件数は９０件で、被害額は約３

億２,４１３万円であり、被害件数は２０１１

年の統計開始以降で最も多く、被害額は過去

２番目に多い額でありました。特殊詐欺と

は、被害者に電話をかけるなどして、対面す

ることなく信頼をさせ、指定した預貯金口座

への振り込みなどにより、不特定多数の者か

ら現金等をだまし取る犯罪の総称であり、オ

レオレ詐欺、預貯金詐欺、架空料金請求詐

欺、還付金詐欺などがあります。 

 今までの特殊詐欺でいえば、オレオレ詐欺

や還付金詐欺にて御高齢の方がだまされると

いうイメージが強いのではと思いますが、近

年、本県では違った詐欺手口が広がっており

ます。 

 直近、令和５年の特殊詐欺の傾向として

架空料金請求詐欺、金融商品詐欺の手口が多

く、御高齢の方以外の被害者が増加しており

ます。具体的にどのような詐欺が発生してい

るかということですが、架空料金請求詐欺の

一部の手口を紹介いたします。「有料サイト

の未納料金があります。」、「ウイルスに感

染しました。」などのＩＴ知識がない方へ向

けた詐欺や、「１億円が当たりました。受け

取るには受取手数料が必要です。」、「必ず

稼げます。そのために会員登録料が必要で
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す。」などの甘い儲け話による詐欺などがあ

ります。これらの連絡は電話ではなく、ＳＮ

Ｓなどから連絡が来る手口で、かつての個人

宅に電話をかけるなどの詐欺の手口とは異な

り、手口が巧妙化しております。 

 市民の財産を特殊詐欺から守るため、当市

としましても情報発信などの被害防止に向け

た活動を実施するべきであると考えますが、

現状の特殊詐欺被害防止の取組についてお伺

いいたします。 

 以上で、私の壇上からの質問を終了いたし

ます。 

 御答弁、よろしくお願いいたします。 

○議長（堀 光雄君） ただいまの久保田隆

二議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） おはようございま

す。 

 ただいまの久保田議員御質問の行政問題の

第２点目、特殊詐欺被害防止のための取組に

ついては私から、そのほかにつきましては、

副市長からお答えをさせますので、御了承願

いたいと存じます。 

 青森県警察本部の統計によりますと、特殊

詐欺の認知件数は、令和４年１１月末時点で

３１件、令和５年同時期では９０件で、約３

倍となっております。特殊詐欺の中でも架空

請求詐欺の認知件数は、約２倍に増加し、金

融商品詐欺の認知件数は、約７倍と急増して

おります。 

 この架空請求詐欺及び金融商品詐欺の認知

件数の増加に関しましては、三沢市消費生活

センターへの相談内容などから、支払期限が

短い急な請求に対し、冷静さを失ったり、安

易に収入が得られるという誘いに乗ったりし

ていることなどが要因であると認識しており

ます。 

 また、被害者の年齢層につきましては、令

和４年までは６５歳以上が半数以上でありま

したが、令和５年では６５歳未満が半数以上

を占めております。 

 当市といたしましては、特殊詐欺被害防止

のため、市のホームページ、広報みさわ、

マックテレビを活用し、注意を促すととも

に、出前講座に出向き、周知活動を行ってい

るところであります。 

 このほか、三沢市防犯協会に依頼して、防

犯パトロール車により、特殊詐欺被害防止の

音声を流しながら市内のパトロールを実施し

たり、三沢警察署と合同で年金支給日に三沢

ショッピングセンターにおいて街頭活動を展

開するなど、特殊詐欺被害の未然防止に取り

組んでおります。 

 また、三沢警察署から依頼を受け、防災無

線による放送と併せて、市の情報メールと公

式ＬＩＮＥで注意喚起の情報を発信するな

ど、早急な被害拡大予防の対策にも努めてい

るところであります。 

 今後におきましても、市民が安心して暮ら

せるよう、三沢警察署及び三沢市防犯協会と

連携しながら、特殊詐欺被害防止に取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 私からは、以上であります。 

○議長（堀 光雄君） 副市長。 

○副市長（米田光一郎君） 行政問題の第１

点目、三沢市の準公式サイト「みーなび」に

ついてお答えいたします。 

 準公式サイト「みーなび」につきまして

は、当市と市外事業所である株式会社サイ

ネックスとが協働で構築・運用する県内の自

治体では初となる官民協働型シティプロモー

ション特設サイトとなっております。 

 このサイトの特徴といたしましては、当市

の行政情報に加え、地域住民や企業、団体か

らの投稿により、地域情報、例えば市民活動

団体のイベント情報のほか、企業の求人情

報、地元の話題など、当市に関する情報を一

つのサイトに集約して発信することが可能と

なり、地域の活性化はもとより、市内外への

当市の魅力発信につながるものと期待してお

ります。 

 運用にかかる費用につきましては、当該サ

イト内に掲載されている有料広告で賄われる
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ため、市からの経費負担は発生しないものと

なっております。 

 御質問の市内事業者と協働して実施するべ

きではないかにつきましては、サイト運用に

関する技術提供や広告の募集に関するノウハ

ウ等が懸念されるところでありますことか

ら、安定的に管理・運営するため、他自治体

で運用実績のある株式会社サイネックスと協

定を締結し、現在、来月１日からの運用開始

を目指し、作業を進めているところでござい

ます。 

 今後におきましては、新たな情報発信の

ツールとなる「みーなび」を最大限活用し、

当市の様々な情報発信に努めるとともに、御

提案のございました市内事業者との連携、協

働についても調査、検討してまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 久保田議員。 

○２番（久保田隆二君） 御答弁いただきま

して、誠にありがとうございました。 

 １番から順番に再質問をさせていただきた

いと思います。 

 まず、１番の三沢市の準公式サイト「みー

なび」についてなのですが、今、御答弁の中

でもございましたとおりに、私も正直この質

問をさせていただいていて、今この「みーな

び」を三沢市内で制作して、マネジメントを

取れる会社とか人材がいるかと言われると、

私の見立てでも正直３人もいないなという

か、多分その人もほかの事業をやっていたり

して、ここをやっている暇がないと思うの

で、現状、私自身はできる人はいないと思っ

ています。 

 ただ、その中でも質問させていただいた意

図として、やはりこういうのを、これからデ

ジタル化社会を迎える中で、なるべく地域の

中でやっていけるように今後していくべきな

のではないかと思っていまして、例えば今回

ウェブ制作でいうならば、ウェブをうまくつ

くり出せる人とか、情報コンテンツを設計で

きる人とか、そういう人は結構市外に多いの

ですけれども、例えば三沢市内にもウェブ制

作会社は何社かありますし、あとは例えば広

告募集をする部分であれば、例えば営業マン

みたいな人が広告募集だけはやれるという

か、ウェブサイトはウェブを制作するのが強

い人を外から持ってきてもいいのですけれど

も、実際広告募集するところだけは市内にい

る人がやれるようにするとか、そういうでき

るところは市内でも賄えたのではないかと私

は思っていて。 

 そうしたときに、今後私が再質問で言いた

いのが、市内の例えば担当職員とか、地域の

会社を巻き込んで、一緒にまずは勉強すると

いうか、どういうメディアをつくっていくべ

きかとか、どういうサイトが見やすいのかと

か、どういう動画のほうが見やすいとか、今

後多分、今いろいろなところでデジタルを

使って今後発信をしていくことになると思い

ますから、市外の業者に今丸投げするという

のは非常に、まずは大切なことだと思うので

すけれども、なるべく市内の会社でやれるよ

うに、ちょっとずつ勉強とか、市内の業者と

連携して、育成とか、そういったことをやっ

ていくことが私は必要だと思っているのです

が、そういったお考えがないかどうかという

ところを再質問で少し聞かせていただきたい

です。 

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。 

 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答えいたします。 

 職員を含めて、様々な勉強会、そういった

ものを立ち上げながら進めてはどうかという

ような御質問だったと思います。 

 まず、市内の業者につきましては、デジタ

ル人材の育成という観点からいけば、これは

必要なことだと感じております。ただ、企業

ということもありますので、三沢市でどこま

で、どういう形で携わっていけばいいのかと

いうような問題もあると思いますので、まず

は３月１日の運用開始に向けて、作業を進め

てまいりたいと考えております。 
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 そして、この「みーなび」につきまして、

運用していく中で、担当課、広報広聴課にな

りますけれども、広報広聴課の中でデジタル

人材の育成ですとか、市内事業者との協働、

こちらについても随時調査研究をしてまいり

たいというように考えてございます。その上

で、必要に応じまして、また勉強会というよ

うなものも検討しながら、前に進めてまいり

たいと、このように考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 久保田議員。 

○２番（久保田隆二君） 御答弁いただきま

して、ありがとうございました。 

 再々質問はございません。最後に、「みー

なび」のほうをちょっと担当課のほうで運用

をされて、今後できるところから、なるべく

は巻き取って、市内でできるようにしていく

方向でいろいろとちょっと検討していただけ

ればと思っております。 

 以上です。 

 次に二つ目の特殊詐欺被害防止のための取

組についての話だったのですが、今御答弁の

中でいろいろと三沢市内で既に取り組まれて

いることをお聞きしました。非常にいろいろ

な、様々な活動をされているということで、

私も非常に安心をいたしました。 

 私、今回この特殊詐欺被害防止をニュース

で知って、今取り上げた意図として、今後御

高齢の方とか、スマホとか、要はインター

ネットを使う方が今後増えていくというふう

に思ったときに、最近この特殊詐欺の手口と

いうのが、先ほども私質問の中で紹介しまし

たけれども、従来のような電話による手口と

いうよりは、ネット上でアプローチしてくる

とか、ＳＮＳとか、例えば私も最近ＬＩＮＥ

とかフェイスブックで急に友達申請が来て、

急にダイレクトメッセージが来たりして、そ

こから詐欺が始まるようなこともあって、な

ので、そういった特にネットに特化した詐欺

が広がってくる可能性があるのではないかと

いうところを思っていまして、そういったイ

ンターネットとかスマホとか、そういったと

ころからの特殊詐欺に対する対策みたいなと

ころに関して、現状どのようにお考えなのか

どうかというところを再質問させていただき

たいと思います。 

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（田中 誠君） ただいまの

再質問、これまで電話などによる詐欺が多

かったのですが、スマートフォンやインター

ネットに特化した詐欺被害に対してどのよう

な対策を考えているのかという御質問にお答

えいたします。 

 当市では、青森県消費生活センターにおい

て増加傾向にある相談内容について情報提供

をいただいております。この情報に基づき、

広報みさわでパソコンやスマートフォンを利

用した詐欺に関する注意喚起を令和５年８月

から２か月に１回、これまで計４回実施して

まいりました。 

 今後におきましても、三沢警察署及び青森

県消費生活センターなど関係機関と連携しな

がら、より効果的な情報発信の手段を検討し

ながら、迅速に対応してまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 以上で、久保田隆二

議員の質問を終わります。 

 それでは、一般質問を次に移ります。 

 奥本菜保巳議員の登壇を願います。 

 奥本議員。 

○９番（奥本菜保巳君） おはようございま

す。日本共産党、奥本菜保巳でございます。 

 まず初めに、今年１月１日に発生しました

能登半島地震に際しまして、犠牲になられた

方々に心からの哀悼の意を表し、被災されて

いらっしゃる、今大変な生活を強いられてい

る皆さんに対して、心からお見舞いを申し上

げたいと思います。 

 さて、今任期中、本日で最後の一般質問に

なります。任期４年間、市民の負託を受け、

市民の声を届けることをモットーに、全ての

議会で一般質問をすることを心がけてまいり
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ました。本日も市民からお聞きした小さな声

を届ける質問をしたいと思っております。 

 それでは、基地問題、行政問題について、

通告順に質問いたします。 

 まず、第１の質問、基地問題について伺い

ます。 

 基地問題における第１の質問、岡三沢５丁

目・６丁目地区早期移転について伺います。 

 これまで、当該地区の住民の方々は、長年

三沢基地に起因する訓練等の騒音に苦しめら

れてきました。何十年もの長きにわたり、現

在まで岡三沢５丁目・６丁目地区の住民の皆

さん、浜三沢地区の住民の皆さんは、町内一

部の方々の集団移転により、町内の分断を余

儀なくされ、残された地域住民は現在も航空

機による騒音被害に苦しめられています。そ

のため、一刻も早い集団移転の実現に向け、

三沢市や県、国に対し、根気強く要請活動を

継続されておられます。そして、その甲斐

あって、ようやく一歩前進し、令和６年度中

に新たな集団移転などの根拠となる騒音コン

ターが作成される予定になっています。長き

にわたる要請活動により、高齢化が進んでい

る中、一刻も早い移転措置が望まれていま

す。 

 そこで伺います。当該地区の集団移転が完

了するまでのスケジュールについて、過去に

行われた集団移転の経緯を参考に、一般論で

結構ですのでお示しいただきたいと思いま

す。当局の答弁を求めます。 

 次に、当該地区早期移転の２点目について

伺います。 

 当該地区地域の住民の方から、「集団移転

が実現しても、自宅は築年数がたっており、

敷地も狭いため、新たに家を建てるだけの補

償金は見込めないと思うので、行き場がなく

なる。不安だ。」というお話を伺いました。

「長年騒音に苦しめられ、そのあげく、住み

慣れた土地を離れなければならない。新たな

土地を提供されても、そこに家を建てられな

い。建てられたとしても、年金のみでは評価

額が上昇する固定資産税を納められないと思

う。」という切実な声をお聞きしました。騒

音被害に苦しむ、高齢化が進む住民の方々の

願いを叶えるため、早期に集団移転計画を進

め、そしてお一人、お一人の希望に沿う最善

の移転措置が必要となります。よって、不安

解消に向けた対策が必要であると思います。

どのように対応されるのか、当局の見解を伺

います。 

 次に、基地問題における第２の質問、米軍

横田基地所属のＣＶ－２２オスプレイにおけ

る三沢での訓練について伺います。 

 ＣＶ－２２オスプレイについて、私はこれ

までも数回にわたり、当該機の問題点を指摘

してまいりました。ＣＶ－２２オスプレイ

は、元々日本の防衛と無関係の特殊部隊用の

輸送機です。敵地に侵入して暗殺や襲撃、拉

致などを行う特殊部隊員を運ぶ輸送機として

開発されました。その任務を遂行するために

は、敵地に侵入するための超低空飛行訓練や

夜間飛行訓練が必要となります。また、オス

プレイはヘリコプターのように離着陸し、飛

行機のように飛ぶことができる巧妙な設計の

ため、故障率が高いと言われ、さらに危険な

訓練が伴うため、事故率が高いとされていま

す。 

 アメリカハワイでは人口密集地上空を飛ん

ではならないとされているそうですが、横田

基地周辺では人口密集地上空を頻繁に低空で

飛行するＣＶ－２２が目撃され、問題となっ

ていました。これまでＣＶ－２２は、私たち

市民に何も知らせないまま、縦横無尽にどこ

でも飛行訓練ができる状況になっていまし

た。三沢対地射爆撃場や小川原湖を通常の訓

練場として、横田と三沢を頻繁に行き来して

おりました。当初は、事前通告なしで小川原

湖での訓練を行っておりました。漁業者から

の反発を受け、現在は事前に通告してから訓

練を行っていますが、訓練区域を一方的に拡

大しています。 

 横田基地所属の当該機は全部で６機が配備

されていました。そのうちの１機が昨年１１

月２９日、鹿児島県の屋久島沖で墜落事故が
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発生し、乗組員８人全員が死亡いたしまし

た。その事故を受け、現在は世界にあるオス

プレイ全ての機種４００機の運用が停止され

ています。日本が購入した自衛隊のオスプレ

イ１３機も飛行停止措置が取られておりま

す。米国の米軍予備役の支援団体によります

と、これまでにオスプレイの乗組員は５６人

が死亡と報告され、今回の墜落で８人の死亡

が追加されることになりました。とりわけ、

２０２２年から２３年の２年間で２０人が死

亡しています。大変事故率の高い輸送機だと

いうことを指摘しなければなりません。 

 このような事故率の高いオスプレイが三沢

上空を飛行し、通常訓練を繰り返してきたこ

とは、三沢市民の安心・安全を守るという観

点から黙認することはできないと思います。

これまでオスプレイは墜落事故のたびに調査

をされ、新たな安全機能を加えて飛行を再開

し、そしてまた墜落事故が起こる、それが繰

り返されてきたということです。以上のこと

から、今後この欠陥機を三沢で訓練させるこ

とは認められないと思います。当市の見解を

伺います。 

 次に、行政問題における第１の質問、新型

コロナウイルス感染症対策について伺いま

す。 

 新型コロナウイルス感染症が、昨年５月８

日以降、２類から５類に移行したことから入

院費及び治療の薬代に自己負担分が発生し、

今年４月からは通常の医療体制に移行される

ことになっています。その結果、窓口での自

己負担分が重くなり、受診を控える方々が増

えることが懸念されています。 

 また、厚生労働省では、ワクチン接種費用

は定期接種対象者が７,０００円程度としてい

ます。任意接種はより高額になるとのことか

ら、ますますワクチン接種を控え、新型コロ

ナ感染症の患者が蔓延することも懸念されま

す。 

 ワクチン接種においては、接種によって体

調を崩したり、後遺症が出たりと控える方も

いらっしゃいます。そこは自己の判断に委ね

られ、強制されるべきものではありません

が、やはり中には持病を持ち、重症化を避け

るため接種に積極的な方々もいらっしゃいま

す。 

 現在、三沢市ではインフルエンザ予防接種

において、子供や６５歳以上の方々に対し、

接種費用の一部を助成しています。そこで、

インフルエンザ予防接種と同じように、新型

コロナウイルス感染症予防のワクチン接種費

用へも助成措置が求められると思います。 

 また、感染を確認するための検査キットの

配布も必要ではないでしょうか。学校や福祉

施設等では集団感染が起きやすく、常に感染

を確認する必要があるため、検査キットを配

置しておかなければならず、その費用負担も

施設運営に重くのしかかります。 

 よって、検査キットの配布やワクチン接種

費用への助成措置が求められます。当市の見

解を伺います。 

 次に、行政問題における第２の質問、障害

者雇用について伺います。 

 「障害者雇用とは、障害者基本法の基本理

念で定められているとおり、全ての国民が障

害の有無によって分け隔てられることなく、

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生す

る社会を実現するための取組です。」とあり

ます。そして雇用分野に関する法律である障

害者雇用促進法では、障害者の職業の安定を

図るため、民間企業や国、地方公共団体など

に対し、常時雇用している労働者の一定割合

に相当する人数以上、障害者の雇用を義務づ

けています。よって、障害者雇用において

は、障害者を雇用する義務の啓発活動が鍵と

なっていると考えます。 

 三沢市におきましても、障害者の雇用に対

して、障害者雇用に関わる様々な団体や、七

戸養護学校の先生方が企業に働きかけして雇

用に結びつけ、成果を上げていることも承知

しております。 

 ４０人以上雇用している企業に対しては、

まず障害者を雇う義務があり、法定雇用率が

規定されています。令和５年度からの障害者
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雇用率は２.７％とする、ただし雇い入れに係

る計画的な対応が可能となるよう、令和５年

度においては２.３％で据え置き、令和６年度

から２.５％、令和８年度から２.７％と段階

的に引き上げることとするとあります。 

 障害者雇用率制度の対象となる障害のある

方は、身体障害者、知的障害者、精神障害者

です。以前は身体障害者と知的障害者だけで

したが、２０１８年４月の改正により、精神

障害者も雇用率算定の対象に加わりました。

企業が雇用している障害のある方の数が、本

来雇うべき法定雇用障害者数に届いていない

場合、事業主は障害者雇用納付金として、不

足１人につき月額５万円を納める必要があり

ます。しかしそれを支払ってでも障害者を雇

用しない企業もあると伺いました。 

 これだけ人手不足が社会問題となっている

中、ポテンシャルの高い障害者を雇わないと

いうのは、社会的損失を招いていると思いま

す。障害を個性として捉え、障害者の人権を

尊重することが共生社会への実現につながり

ます。そこで、当市における民間企業等への

障害者雇用促進のための取組について伺いた

いと思います。御答弁をよろしくお願いいた

します。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。 

○議長（堀 光雄君） ただいまの奥本菜保

巳議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） まず初めに、令和

５年１１月２９日、鹿児島県屋久島沖にて発

生しました米空軍ＣＶ－２２オスプレイの墜

落事故により、亡くなられた乗員及びその御

家族の皆様に対し、心からお悔やみを申し上

げます。 

 それでは、奥本議員御質問の基地問題の２

点目、米軍横田基地所属ＣＶ－２２オスプレ

イの三沢での訓練については私から、そのほ

かにつきましては政策部長並びに健康福祉部

長からお答えをさせますので、御了承願いた

いと存じます。 

 さて、米軍は当該事故を受け、日本時間１

２月７日、リスクを軽減するため、オスプレ

イを所有する全ての軍種において、オスプレ

イの運用を停止する旨、発表いたしました。

また、同月１２日の木原防衛大臣とオース

ティン米国防長官との電話会談において、

オースティン長官は国防省にとって米隊員及

び日本のコミュニティーの安全が最優先事項

であると述べております。現在、当該事故か

ら２か月以上が経過いたしましたが、オスプ

レイの飛行再開はされておらず、今後の見通

しについても情報は入っておりません。今後

におけるＣＶ－２２オスプレイの三沢での訓

練についての市の対応につきましては、米空

軍ＣＶ－２２オスプレイの運用に関して、現

時点で不透明でありますことから、今後の動

向を注視しながら情報収集に努めるなど、適

切に対応してまいりたいと考えております。 

 私からは、以上であります。 

○議長（堀 光雄君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） 基地問題の岡三

沢５丁目・６丁目地区早期移転についての第

１点目、集団移転が完了するまでのスケ

ジュールの見込みについてお答えいたしま

す。 

 三沢飛行場の第１種区域等については、平

成１１年３月の最終指定告示以降、配備機種

の更新等により騒音状況が変化していること

から、国において航空機騒音の状況を把握す

るための騒音度調査を令和５年度から６年度

にかけて実施をし、その結果を基に騒音コン

ターを作成、Ｆ－３５Ａ戦闘機の配備完了後

の運用も考慮した上で、騒音区域の見直しが

実施される予定でございます。当該調査につ

いては、本来であれば、Ｆ－３５Ａ戦闘機が

全機配備され、ある程度の運用がされてから

実施するところでございますが、市議会とと

もに岡三沢５丁目・６丁目地区の早期移転に

ついて、長年粘り強く国に要望してきた結

果、Ｆ－３５Ａ戦闘機配備完了前に当該調査

に着手していただけたものと理解をしてござ

います。 
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 御質問の集団移転が完了するまでのスケ

ジュールの見込みについてでありますけれど

も、騒音区域の告示後に移転の対象となる住

民への説明及び希望調査等を行い、その後、

集団移転先地の選定作業、用地の確保、移転

計画の作成を経て、移転先地の整備及び分

譲、そして住宅の建設、移転元地の住宅解体

等、所要の事業が進められます。 

 これらに要する期間につきましては、移転

の規模や状況等により異なるため、完了まで

のスケジュールは一概に申し上げることはで

きませんけれども、当市における過去の集団

移転事業から推察すると、告示から移転開始

までは５年程度の期間が必要であると考えて

おります。 

 いずれにいたしましても、現在行われてい

る騒音度調査は２年かかることから、その後

実施される移転事業が少しでも早く進められ

るよう、市といたしましては、引き続き国に

働きかけてまいりたいと考えております。 

 第１点については、以上でございます。 

 次に、岡三沢５丁目・６丁目地区早期移転

についての第２点目、移転に関する住民の不

安解消対策についてお答えいたします。 

 岡三沢５丁目・６丁目地区の住民の方々

は、日夜繰り返される訓練等による航空機騒

音に苦しんでおり、さらに航空機事故の不安

を抱えながら日々生活していることから、市

としましては市議会とともに長年にわたり、

同地区の早期移転について国に要望してまい

りました。 

 こうした中、令和５年７月から国による三

沢飛行場における騒音区域の見直しのための

騒音度調査が開始されたところであります

が、移転対象区域については騒音区域の告示

によりまして確定されることから、現時点で

は市内のどの地域が移転対象となるのか、ま

た、対象となる建物等がどの程度の補償を受

けられるのかについては、まだ分からないと

いうのが現状でございます。 

 市といたしましては、現時点で移転対象区

域が確定していないため、推測や仮定に基づ

いた対応は住民の方々に誤解を与えかねない

というようなこともありますので、慎重を要

するものと考えておりますが、岡三沢５丁

目・６丁目地区の方々が心配や不安を抱く心

情というのは、当然、十分理解をしていると

ころでございますので、少しでもその不安が

解消されるよう、住民の声を聞くなり、そう

いった機会をもって、住民に寄り添った対応

をしてまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 行政問題の

第１点目、新型コロナウイルス感染症対策に

ついてお答えいたします。 

 新型コロナウイルスワクチン接種は、予防

接種法上の特例臨時接種として、令和６年３

月３１日まで全額公費負担で実施することと

なっております。御承知のとおり、令和６年

４月以降は、自治体による定期接種として実

施することとの国の方針があり、接種対象者

は６５歳以上の方と一定の基礎疾患を有する

６０歳から６４歳の方とされております。接

種時期は季節性インフルエンザワクチンと同

様、秋冬に１回の接種として現在準備を進め

ているところでございます。 

 また、令和６年度以降においては、新型コ

ロナウイルスワクチンが他のワクチンと同様

に一般流通が行われる見込みであり、先ほど

申し上げた定期接種対象者以外であっても、

予防接種法に基づかない任意接種として接種

の機会を得ることが可能であるとされており

ます。 

 このようなことから、４月以降の定期接種

及び任意接種においては、接種される方に費

用負担が生じることとなり、その標準的な費

用としては、国からは１回７,０００円程度と

示されておりますが、助成等の実施につきま

しては、各自治体で検討することとなってお

ります。 

 当市といたしましては、ワクチン接種によ

り感染拡大防止や重症化予防などの効果が期
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待できることから、希望する方が安心して接

種を受けやすい体制にすることは大変重要で

あると認識しております。このことから、現

在実施しているインフルエンザワクチン接種

の接種費用との整合性や他自治体の実施動向

等を見極めながら、助成対象者や助成額を検

討してまいりたいと考えております。 

 次に、抗原検査キットの配布についてでご

ざいますが、新型コロナウイルス感染症の感

染症法上の位置づけが５類に移行したことに

より、法律に基づき、行政が様々な要請、関

与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重

し、自主的な取組を基本とする仕組みに転換

されてきております。抗原検査キットの使用

は、症状を自覚した際に、御自身で検査し、

新型コロナウイルス感染症によるものかを知

ることで、重症化や周りへの感染拡大を防ぐ

ためにも有効なものであります。しかしなが

ら、抗原検査キットで陽性となっても、その

後の受診や療養、就業については、御自身や

各事業所の判断に委ねられるものとなってい

ることから、現時点では個人や事業所等で必

要に応じて購入し、使用していただくものと

考えております。 

 このことから、当市における抗原検査キッ

トの配布につきましては、感染法上の５類感

染症に対する今後の国の対応等を十分に勘案

しながら、実施の可否について慎重に検討し

てまいります。 

 続きまして、行政問題の第２点目、障害者

雇用についてお答えいたします。 

 当市では、国の基本指針に基づき、平成３

１年３月に策定した第３期障がい者計画の共

通理念の実現に向けて、１０の基本目標を設

定し、その一つに雇用、就労の支援を掲げ、

障害者の雇用と就労の支援を推進してまいり

ました。また、今年度策定予定の第４期障が

い者計画へも引き続き基本目標として掲げ、

推進していくこととしております。 

 民間企業における障害者雇用の現状につい

ては、障害者の雇用の促進等に関する法律に

おいて定められる法定雇用率２.３％に対し、

三沢公共職業安定所管内における令和５年６

月１日現在の雇用率は２.５４％と法定雇用率

を上回っており、障害者雇用は着々と進んで

いるものと考えております。 

 当市におけるこれまでの障害者雇用、就労

支援の取組といたしましては、三沢市障害者

支援協議会に障害者就労支援部会を設置し、

三沢公共職業安定所や障害福祉サービス事業

所、特別支援学校、行政等が連携を図りなが

ら、市民向けにアンテナショップや障害者就

労支援説明会を開催するなど、障害者が働く

現場について理解、促進を図っているところ

であります。 

 また、上十三地区の企業や障害者支援事業

所、特別支援学校など、多方面の関係機関が

組織している上十三障害者就労支援連絡会で

は、障害者の雇用促進を目的に、会員を対象

とした企業見学会の実施や、個人や企業を対

象としたセミナーを開催しているところであ

ります。 

 市といたしましては、これらの取組を継続

し、さらなる障害者と障害に対する理解を進

めつつ、今後は民間企業や経済団体にも関心

を持っていただけるような実施方法や、広報

の強化について関係機関と連携しながら調査

研究を進め、障害者雇用の一層の推進を図っ

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 奥本議員。 

○９番（奥本菜保巳君） 御答弁ありがとう

ございました。 

 それでは、質問順に再質問させていただき

たいと思います。 

 まず、基地問題で、岡三沢５丁目・６丁目

地区早期移転についてなのですけれども、今

本当に一生懸命、市長はじめ、そして議会は

じめ、取り組んでまいりました。それは十分

に承知しております。その中で、本当に騒音

被害、まだあと、今お話聞いたら、開始５年

からということなので、まだまだかかるのか

なというふうに思いました。 

 私いつも思うのですけれども、確かにコン
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ターとか、そういう７５デシベル以上とか、

そういうふうな第二種とかあるのですけれど

も、そこに暮らしている住民の方々の本当に

大変な状況、それだけで評価していいのかな

というふうにいつも疑問に思っていて、私い

つも思うのですけれども、防衛省の方々に実

際のこの地域で暮らしてみてほしいと。そう

すればどれだけ騒音がひどいか。例えばもの

すごい訓練のときの、私はちょっと離れてい

ますけれども、それでもうるさいです。そう

いうふうな、どれだけ住民の皆さんがそこで

苦しんで、テレビの音も聞こえない、電話の

声も聞こえない、突然夜にものすごい爆音が

するという話も聞きました。そういうのを体

感していただきたいと。本当に私は思ってい

ます。そうすれば、どれだけその人たちの苦

しみが分かり、そして、どれだけ早くそこか

ら集団移転させなければいけないという思い

が、防衛省の、国のところにも伝わるのでは

ないかなというふうに思っています。 

 この地域の住民の精神的苦痛、これは損害

賠償も請求できるぐらいだと思うのですけれ

ども、特に高齢化率が２５％、４人に１人が

高齢者ということで、一刻も早く移転させて

あげなければ、私は今までの苦労が本当に水

の泡になってしまうのではないかなというふ

うに思います。 

 この前例主義にとらわれることなく、こう

いうスケジュールですと、行政というか、そ

ういうところというのは、もう本当に法律だ

とか枠にはまったことしかしないのですけれ

ども、すみません、こういうことを言っては

いけないかもしれないのですけれども、そう

いう部分で前例主義にとらわれることなく、

住民の方々の今大変だという思い、それに

沿って優先順位を決めて、移転措置、作業を

急ぐ手立て、こういったことが私は本当に必

要だと思うのですけれども、それに対しての

取組の意気込みを市長、お聞かせいただきた

いと思うのですけれども。市長、今まで何回

も意気込みを語っていらっしゃいますけれど

も、やはり高齢化が進んでいる中で、このあ

たり、ここでもまた意気込みを語っていただ

きたいと思います。 

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） 意気込みを見せた

いと思います。 

 全く奥本議員がおっしゃっていることは大

変よく分かります。私も前にもそこに防衛省

関係の人に住んでみろとは言わないけれど

も、数日間来てみて、そばで聞いてみてくだ

さいというふうなことを申したことがありま

すので、とにかく一刻も早く苦しんでいる人

たちのそういう苦しみを取ってあげてくださ

いということを、これからもまた場を捉えて

伝えてまいりたいと思いますので、頑張りま

すので御容赦願いたいと思います。 

○議長（堀 光雄君） 奥本議員。 

○９番（奥本菜保巳君） ありがとうござい

ます。 

 意気込みをお聞きしたのですけれども、市

長、声がちょっと小さかったかなと。そこが

ちょっと残念だったのですけれども。ぜひ、

もうあなたたち飛ばせないよと、三沢の空は

飛ばせないよというくらいの、机をたたくま

ではいかなくても、そういうやはり防衛省の

方々に対して、しっかりと強い態度で、５年

ではなくて、もう本当に１年、２年でできる

のではないかと思うくらいのスピード感を

持ってやっていただくように強く言っていた

だきたいと思います。 

 そして移転補償の件だったのですけれど

も、基地問題の２点目、早期移転の２点目な

のですが、やはり今住民の方々、私も移転が

一歩、ちょっと進んでよかったですねという

お話をしたら、いや、そうではないのだよ

と、区割りがあるのですけれども、やはり移

転しても行き場がなくなるのではないかとい

うすごい不安を抱えているというようなこと

もお聞きしました。 

 今、まだコンター作成区域の見直し、完了

前にいろいろ告示から開始とかというふう

に、まだまだ先が何年もかかるなと今思った
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のですけれども、その中で、やはりこういっ

た方々に対する路頭に迷わせることのない、

今から国に対して、この住民の方たちの不安

をしっかりと伝えて、そしてそれをしっかり

解消してもらうというふうなことを今から

言っておいていただきたいのです。なので、

そういう部分で国に厳しく要求して、それで

もあれだったら、本当に住んでみろと言って

ほしいです。空き家もありますから。そうい

うことで、強く訴えていただきたいというふ

うに思います。 

 再質問はございません。 

 基地問題の２点目、ＣＶ－２２オスプレイ

なのですけれども、当初から欠陥機というふ

うに言われていまして、私も議会で何回も取

り上げてきているのですけれども、とうとう

こういうふうな墜落事故が起きたかと。これ

がまず、横田基地にある６機、これは順次、

あちこち沖縄のほうに行ったり、岩国へ行っ

たりしているわけですけれども、その墜落し

たのがひょっとしたら三沢で訓練していたか

もしれないということもあります。 

 このＣＶ－２２オスプレイというのは、墜

落するたびに原因究明、調査して、それに安

全装置を加えて安全対策を取って再開するの

ですけれども、でもまた墜落を繰り返してき

ました。致命的な欠陥があるからだというふ

うに言われています。ヘリコプターと固定翼

機のいいとこ取りをしようとした結果、中途

半端な欠陥機になったのではないのかという

ことも言われております。アメリカの国防総

省、２０２６年にオスプレイの生産ラインを

閉鎖する方針を決めています。ただし、２０

５０年代まで運用する計画となっているそう

なのです。ですから、まだまだ運用する気が

あるということになります。ですから、三沢

での訓練再開という可能性は本当にありま

す。 

 よって、三沢市民の生命・財産を守るため

に、やはり私は今このはっきりと、再開する

とかしないとかというのは公表されていませ

んし発表もされていないのですけれども、こ

のオスプレイは、やはり三沢の空を飛んでは

いけないということで、国に対し、はっきり

ともの申していくべきだと思うのですけれど

も、それについての御答弁をお願いします。 

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。 

 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答えいたします。 

 厳しい姿勢で、その運用について対応する

べきではないのかというような御質問だった

かと思いますけれども、まずこのＣＶ－２２

オスプレイにつきましては、国防にかかわる

問題でもありますので、一地方自治体が可否

を論ずることはなかなか難しいものと考えて

ございます。ただ、市民の皆様に、住民の皆

様に、生命とか財産に被害が及ぶというよう

なことがあれば、これは当然、国のほうに必

要として申し伝える、抗議することは必要だ

と思います。それと、今後においても、市民

の立場に立った基地対策、そのことに鋭意努

めてまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 奥本議員。 

○９番（奥本菜保巳君） ありがとうござい

ます。 

 市民の安心・安全、その立場に立って対応

していくという力強い発言をいただきまし

た。ただ、今、安全が脅かされることがあれ

ばというお話があったのですけれども、あっ

ては困るのです。墜落した後に大変なことに

なったと。特に命というのは、このオスプレ

イに乗っていた乗組員の方々も８人亡くなり

まして、本当に心からお悔やみ申し上げたい

と思うのですけれども、そういうふうに命っ

て返ってこないので、あってからでは遅いの

で、私はこういう話をしているわけで。ぜ

ひ、これだけ墜落事故を起こしていて、この

２年間でも２０人亡くなっているという話

で、やはりそういう意味でも三沢でこの危険

な欠陥機と言われるオスプレイは飛んではい

けないと思うのです。なので、その辺はしっ

かりと今後の動向を見ながら、厳しく対応し
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ていただきたいし、もしそういう兆候があれ

ば、前もってその飛行に関して情報を市民に

提供して、そして飛ばせないというようなこ

とで強く対応していただきたいなということ

を申し上げて、次の質問に移らせていただき

ます。 

 次に、行政問題の新型コロナウイルス感染

症なのですけれども、今、定期接種対象者７,

０００円ということで、やはりこれまで無料

で受けられてきて、経済優先ということもあ

りますし、だんだん皆さんもただの風邪のよ

うな感じで対応していて、そういう部分では

実際に自分が風邪を引いたときも、実際、コ

ロナに感染しているのか、インフルエンザに

感染しているのか、それすらも調べない。風

邪だといって、風邪薬を飲んで、ちょっと具

合が悪ければお家で寝て、ちょっと元気に

なったら出てくるというふうな状況が私は今

続いているのかなと思っているのです。全数

把握しているわけでもないし、定点ですよ

ね。だから、今自分が感染しているというこ

とを申告しなくてもいいですから、私たちが

知らないうちにどんどん新型コロナ感染症が

広がっていく中で重症化で亡くなる。そうい

うケースがやはり出てくるのではないかなと

いうことをすごく危惧しています。 

 そこで、今対象７,０００円ということでイ

ンフルエンザ同様に秋冬ということですか

ら、それに向けて、今後、今インフルエンザ

同様に助成するという方向で考えているとい

うふうに私は今御答弁の中で理解しました。

ぜひとも、それは必要だと思うのでやってい

ただきたいと思います。 

 任意の接種者なのですけれども、まず、や

はり任意が７,０００円以上となると、受けな

くてもいいかなという思いの人も、受けたく

ても受けられないという人たちが出てくると

思うのです。生活保護受給者、低年金の高齢

者の方、低所得者の方々、これまで受けてき

たという方々、中にはいると思うのです。助

成制度、この方々に対しても、やはり必要だ

と思うのですけれども、任意のほうです。任

意の接種者。これについて御見解をお願いし

ます。 

○議長（堀 光雄君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） ただいま、

奥本議員の再質問、低所得者に対する接種助

成と言いますか、負担軽減という質問の内容

だったと思うのですけれども、まず国では新

型コロナウイルスワクチンや季節性インフル

エンザ等の予防接種法上のＢ類の定期接種に

分類されるワクチンにつきましては、低所得

者以外から実費を徴収することが可能と言っ

ております。これ、つまり、低所得者から実

費を徴収しないことというふうに言い換えで

き、国では低所得者の接種費用分は普通交付

税のほうで措置されることとなっておりま

す。ですから、当市では新型コロナウイルス

ワクチンにつきましては、季節性インフルエ

ンザのワクチンと同様に生活保護受給者の接

種費用につきましては無料とする方向で現在

準備を進めております。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 奥本議員。 

○９番（奥本菜保巳君） ありがとうござい

ました。 

 そうしましたら、生活保護受給者、そして

また住民税の非課税世帯なのですか、そうい

う低所得者の方々にも無料で受けられるとい

うふうに教えていただきました。ありがとう

ございます。ぜひ、それは周知していただけ

ればなというふうに思います。特に高齢者の

方、持病を抱えている方、そういった方々に

まず安心していただくためにも周知徹底して

いただければというふうに思います。 

 次に再々質問なのですけれども、検査キッ

ト、抗原検査キットとかもあると思うのです

けれども、これは福祉施設等、そういうとこ

ろでは高齢者の方々というのは免疫力が低下

しているので感染しやすくなっているという

こと。本当に感染拡大というのが起きやす

い。私の知っている方もそうでしたけれど

も、福祉施設に勤めている方、やはり高齢者

の方々で感染が蔓延したと。本人もかかった
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というようなことで、大変な思いをされてい

て、キットは毎日ではないのですけれども、

とにかく常に高齢者の方に感染させてはいけ

ないということで、常にチェックして、常に

あるというふうに伺っていました、キット

が。 

 そういうところなのですけれども、やはり

今福祉施設の事業所も電気料金だとか様々な

固定費がかかって、運営が大変だという中

で、この高齢者の人に感染させてはいけない

という部分の様々な感染防止の備品、これも

そうですけれども、それもかなり、ちりも積

もれば山となるではないですけれども、金額

小さくてもずっと続くとなると負担になって

いるというふうにお聞きしております。 

 ですので、デイサービスとか介護施設、グ

ループホームとか、またそういう医療機関、

そういった施設に助成、補助または検査キッ

トの配布、こういったことがまだまだやはり

必要なのではないかなと思うのですけれど

も、それについての答弁をお願いします。 

○議長（堀 光雄君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） ただいまの

奥本議員の再々質問ですけれども、検査キッ

トを高齢者の福祉施設とか、そういった医療

機関とかに配布、助成する考えはないかと

いった質問にお答えいたします。 

 まず、国のほうは５類感染症への移行時に

は、今後、今のオミクロン株と大きく病原性

が異なる変異株が出現するなど、科学的な前

提が今と大きく異なる場合には、直ちに対応

を見直すということを言っています。 

 奥本議員御質問の介護施設とか、あと医療

機関というものは、やはり多くの高齢者が集

まっていまして、重症化しやすいポイントと

か施設になっておりますので、真っ先に感染

拡大防止に努めていかなければならないよう

な施設だと考えております。ですから、当市

におきましても、国の対応方針等の変更があ

り、助成や配布の必要性が高いと判断される

場合には、対応については即座に検討してい

きたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、市民の安全と安

心を、そういった生活を守るためには、新た

な感染拡大の予兆を注視しながら、機動的な

感染拡大防止に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 奥本議員。 

○９番（奥本菜保巳君） ありがとうござい

ます。 

 現在も、この施設等への物価高騰対策の臨

時交付金を活用しての支援金を各事業所全て

のところに支給される事業を今やってらっ

しゃると思うのです。そういうふうに、こう

いう状況が変わり、また新型コロナの感染爆

発とか、事情が変わってきたときに、変異株

もあって、そういうときにはぜひ今回のよう

に対応して、その福祉関係の事業所の方々に

対する支援金、こういったことも考えていた

だければなというふうに思いました。よろし

くお願いしたいと思います。 

 次に行政問題の２点目ですけれども、障害

者雇用についてです。 

 今、御答弁の中に障害者雇用について市民

向けアンテナショップ、障害者就労支援説明

会の開催、支援団体による企業見学、セミ

ナー、本当にいろいろ取組をされていて、一

生懸命やってらっしゃるなというのは私も本

当に思っているところです。 

 ただ、障害者のそういう団体の関係者の方

からお聞きすると、やはりまだまだ、一旦就

職してもすぐ辞めてしまうというようなこと

もあって、職場への定着というのがすごく課

題になっているというふうに伺っておりま

す。その職場に定着して、長く働いてもらう

という、そのための肝というのが、やはり事

業主と、それからそこで働いている方々、こ

ういった方々に対しての障害者雇用の啓発、

障害者を理解してもらって、一緒に働くとい

うような、そういうふうな思いを持っていた

だく。きめ細かな指導と支援だというふうに

思うのです。 

 ちょっと調べてみると、他の自治体の事例
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なのですが、県のほうでやっています、青森

県でもジョブコーチの配置とか、そういった

部分での支援とか、取り組んでいるというの

は承知しているのですけれども、埼玉県では

障害者雇用開拓員というのを配置して、企業

経営者に直接交渉するという事業を行ってい

るそうです。また、障害者雇用に積極的な企

業を誘致する。雇用の受け皿の拡大を図る。

こういうふうなこともしています。神奈川県

では知的、精神の障害者を多数雇用している

事業主が作業指導、ここで言えばジョブコー

チというふうになるのですけれども、この

ジョブコーチというのはいろいろ資格とし

て、いろいろな知識とか、今いろいろあると

思うのですけれども、そうではなくて職場指

導員、この職場指導員を配置する場合、今現

在その職場で働いている方たちを職場指導員

として設置して、障害者が働いている面倒を

見てあげると。相談に乗ってあげたり、仕事

のやり方を横で教えてあげたりという。要す

るに学校でいえば支援員みたいな感じです。

そういった方を職場に置いた場合に、その費

用の一部を補助する、県が。そういうふうに

企業にそういう方を置いて、障害者の仕事に

ついて援助したり、補助したり、相談した

り、相談を受けたりというようなことをして

いる人を置いたら、県がその会社に補助金を

あげますと。月幾らという形でやっていると

いう取組があります。 

 やはり定着する、しないというのは、そこ

で面倒を見てくれる方々が職場にいないとい

うのが一番そこにいられないと辞めてしまう

とか、例えば仕事をいくら言っても覚えてく

れないからといって首切られたりとか、そう

いうふうなことがあるというふうに伺ってい

ますので、やはりそこでしっかりと障害者を

サポートする体制、それをつくるための事業

だというふうに思います。 

 こういった事業を、これは県の事業なので

すけれども、県とも連携しながら、ぜひ開拓

していただきたいと思いますが、その点につ

いての見解をお願いします。 

○議長（堀 光雄君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） ただいま、

奥本議員再質問の障害者雇用についてお答え

いたします。 

 障害者の職場指導員とか障害者雇用開拓員

といったことで、障害のある方をサポートす

る方についてということでありますが、まず

民間企業が障害のある方を雇用して、そう

いった雇用した方を定着させるということが

一番難しいことだと思います。その企業の

方々、代表の方でもそうなのですけれども、

障害に関する知識とか、そういったものも必

要になりますし、心のケアとか相談体制、そ

れからさらに障害のある方が、その職場の中

で充実した職場生活が送れるように、やはり

職場環境を整えていくキーパーソンという方

が必要になってくると思われます。ですか

ら、そのためにはやはり企業内において、そ

ういった直接援助なり指導を行う職場指導員

とか、障害者の雇用開拓員といったものは大

変有効になってくると思われます。 

 そのためには、まずはこういった職場指導

員等の配置要件とか人員基準など、今後調査

研究してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 以上で、奥本菜保巳

議員の質問を終わります。 

 それでは、一般質問を次に移ります。 

 小比類巻孝幸議員の登壇を願います。 

 小比類巻議員。 

○４番（小比類巻孝幸君） 議席４番、市民

クラブの小比類巻孝幸です。 

 初めに、このたび能登地方を震源とする大

規模地震により犠牲となられた方々に心より

お悔やみ申し上げるとともに、被災された

方々に心よりお見舞い申し上げます。被災地

域の皆様の安全確保、そして１日も早い復

旧、復興を心よりお祈り申し上げます。 

 それでは、通告に従いまして、高等教育に

おける卒業者への経済支援制度の導入につい

て質問させていただきます。 

 義務教育以降の教育を受ける場合、家庭へ



 

 

― 27 ― 

の経済的影響は高校、大学等の高等教育に進

むほど大きくなっています。 

 文部科学省が行った子供の学習費調査によ

りますと、高校生１人当たりの卒業までの３

年間の教育費用は、公立高校で約１５４万

円、私立高校では約３１６万円となっていま

す。さらに大学、専門学校へ進学を希望する

場合、自宅から通学可能な学校が少ない地

域、三沢市もこれに入ると思いますが、この

ような地域では１８歳以上の若者の大半は市

外で一人暮らしをすることとなります。その

場合、学費と生活費を合わせた総額は、国立

大学でも平均約７１６万円、私立大学では平

均約９８５万円もかかるというデータが出て

いますので、学生全体の５０％程度が何かし

らの奨学金を利用しているという現状があり

ます。 

 経済的理由により進学が困難な子供の学業

を支援するための奨学金制度としては、国が

支援する日本学生支援機構や、各財団が行っ

ている給付型奨学金、大学独自の特待生制度

による授業料減免、そして県や市町村、自治

体の給付型奨学金制度などがあり、三沢市で

も来年度から給付型奨学金事業を開始する意

向を打ち出しています。 

 しかしながら、返還義務のない給付型奨学

金を受けるためには、家庭の経済状況や学業

成績など複数の受給条件があるため、給付型

奨学金を利用できている学生は約１割しかい

ない。奨学金を利用しているほぼ９割の学生

は貸与型で利用額が５００万円以上の借入者

も１２％以上に達しています。 

 卒業後の返還義務がどのように重くのしか

かっているのか、例えば日本学生支援機構の

貸与型奨学金では、卒業後から数えて７か月

目から返還を行わなければならず、もし返済

が延滞してしまった場合、個人信用情報機関

に延滞者として登録されてしまい、クレジッ

トカード利用が止められる、自動車や住宅な

ど各種ローンが組めなくなるなど、社会的信

用の低下を招き、その後の仕事や家庭にまで

大きな影響が及ぶことが危惧されます。 

 この返済にかかる期間は、平均でも１４.７

年と長期ですので、返済を早期に完了するた

めに給料の高い大都市での就職を選択する、

結婚をちゅうちょするなど、社会人になって

から間もない若年世代のＵＩターン及び結

婚・出産に影響を及ぼす大きな原因となって

います。 

 このような状況を受け、文部科学省では安

心して子供を産み育てられるための奨学金制

度の改正を令和６年度から行うこととしてお

り、その内容は大学学部生向けの授業料減免

等の中間層への拡大、大学院生向けの修士課

程大学院の授業料後払い制度の創設、それに

併せて奨学金を返還している方向けの貸与型

奨学金における減額返還制度の見直しとし

て、定額返還における月々の返還額を減らす

制度の利用可能条件を４００万円まで引き上

げるとともに、子育て時期の経済的負担に配

慮したさらなる対応について検討するという

ことです。 

 各地方自治体の対応も進んでおり、内閣府

地方創生推進事務局の情報サイトによります

と、令和５年６月現在、３６都道府県、６９

５市町村が奨学金返還支援制度を施行してお

り、青森県でも弘前市や十和田市など、１２

市町村がこの制度を開始しています。 

 昨年９月の一般質問において、私は三沢市

においても早急に対応が必要な施策であると

強く考え、奨学金返還義務に対する支援制度

の導入の必要性を取り上げました。その際、

市執行部から「奨学金支援制度は奨学金を活

用して大学へ進学した若者たちに対する経済

支援となるだけでなく、将来に対する不安の

軽減効果も期待できることから、ＵＩターン

を考えるきっかけとなり、将来的な結婚や出

産に対する不安の軽減につながる施策である

と認識しています。どのような支援制度が当

市の実情に合うのか検討していきたい。」と

の回答をいただきましたが、今現在まで政策

や予算などの形に表れておりません。そこ

で、社会人に対する奨学金返還支援制度の導

入について、当市の姿勢と検討状況をお答え
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願います。 

 以上で、私の壇上からの質問を終わらせて

いただきます。 

 御答弁のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（堀 光雄君） ただいまの小比類巻

議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの小比類

巻議員御質問の行政問題の高等教育における

卒業者への経済支援制度の導入についてお答

えをいたします。 

 大学などの高等教育機関に進学する場合、

特に県外や首都圏に進学する場合には、家賃

や生活費もかかるため、奨学金を活用しなが

ら勉学に励んでいる方が多い状況にありま

す。このような中にあって、奨学金を活用し

て高等教育機関を卒業し社会に出ようとする

若者たちが、奨学金返還に伴う経済的、心理

的な負担を抱えながら就職、結婚、出産と

いった将来の人生設計を思い描いたとき、長

期間にわたる奨学金の返還は人生設計にも関

わる大きな不安要素となっていることから、

返還などを支援する仕組みづくりが必要と考

えております。 

 御質問の社会人に対する奨学金返還支援制

度の導入についての検討状況につきまして

は、当市の実情に合わせた施策立案が必要と

なることから、現在、先行事例を参考に、居

住期間や就業状況などの要件のほか、支給

額、財源の確保などを含めて検討を重ねてい

るところであります。 

 いずれにいたしましても、時代を担う若者

たちが経済的不安により人生を拘束されない

ために、そして当市で安心して夢と希望を

持って生活していただくためにも、奨学金の

返還支援は若者たちがＵターンを考えるきっ

かけにもなり、また県外の優秀な人材が当市

への移住を検討するきっかけにもなり得る制

度でもありますことから、導入に向けて、引

き続き検討を続けてまいります。 

 以上であります。 

○議長（堀 光雄君） 小比類巻議員。 

○４番（小比類巻孝幸君） ただいま、小檜

山市長から、この返還の仕組みづくりが非常

に大切である、現在検討しているという、三

沢市としても重要な政策と認識しているとい

う御答弁をいただきました。ありがとうござ

います。それであれば、今三沢市の来年度予

算に、小檜山市長、学生に対する給付型奨学

金、これを政策に上げております。国として

は、奨学金制度にこの制度も併せてやってい

くということを打ち出しておりますので、で

きれば来年度の予算に組み込んでほしかった

なというふうに思うのですけれども、そこで

１点再質問させていただきます。 

 この制度、それほど予算的には大きな規模

ではないと思います。ですので、検討してい

ただいて、他市町村、特に弘前市、十和田市

でももう先行事例がございますので、そこで

予算を検討していただく、内容を検討してい

ただいて、固まった時点でもう補正予算です

とか付け替えなど、もう年度途中からでも、

支払っている方々は毎月何万円規模で負担す

る、年間数十万円規模ということでやってお

りますので、年度途中でもできる施策だと思

うのですけれども、どのような計画で、ス

ピード感で進めていくのか、その意気込みを

お答えいただきたいと思います。 

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。 

政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答え申し上げます。 

 まず制度が固まったら補正予算等を組んで

年度の途中でもスタートしてはどうかという

ような御質問だったと思います。 

 まず、これまでも移住・定住対策、それか

ら人口減少対策というようなことで、様々な

施策を実施させていただいております。た

だ、なかなか一朝一夕にはいかないというの

が現状でございます。そういった意味でも、

この奨学金の返還支援制度というのは、先ほ

ど市長から答弁がありましたけれども、Ｕ

ターンするきっかけにもなり得る、それから
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県外から優秀な方も三沢のほうに移住ができ

るきっかけにもなり得るというようなことを

説明させていただきました。 

 ということもありまして、財源の問題等も

ありますので、当市の実情、それから身の丈

に合った制度を早く確立して、いくらでも実

施ができるように検討を進めてまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 小比類巻議員。 

○４番（小比類巻孝幸君） 身の丈に合った

というお話なのですけれども、給付型奨学金

制度も予算規模を見れば３１０万円というこ

とで、スタートのところで条件を加味すれ

ば、それほど大きな予算ではないと私はこの

事業を思っております。ですので、まずは他

市町村の、特に近隣市町村の規模でいいので

進めていただきたいなと。１日も早く、１か

月でも早く、市内でそうやって困っている、

頑張っている方々に支援の手を差し伸べてい

ただきたいと思います。 

 再々質問なのですけれども、それでは、今

鋭意検討しているというお話でしたけれど

も、計画している具体的規模、内容を教えて

いただきたいです。他市町村でやっている、

例えば奨学金制度などでは、教員、公務員で

すとか自営業、こういう方々が条件として外

されることが多いです。ですが、今の目的の

ＵＩターンと、やはり市内への大学を卒業し

た知的な人材確保、この観点でいきますと、

やはり公務員、教員、これが今希望者が少な

いと、倍率が低くて非常に人材確保に困って

いると、特に地方自治体は。そういう状況が

ございます。ですので、しっかり頑張ってい

る、地元で会社を立ち上げて、その後継者が

困っているという方々に対しても、当然です

けれども、教員、公務員、こういうところも

条件を考えながら拡大して、三沢市ではそう

いう知的人材を市の政策立案、そういうとこ

ろに充てるという目的を持った施策としてい

ただきたいのですけれども、その規模、条

件、そういうことはどのようにお考えでしょ

うか。お答え願います。 

○議長（堀 光雄君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再々

質問にお答えいたします。 

 議員のほうから規模ですとか、あるいは対

象者を公務員あるいは教員のほうも含めては

どうかというふうな御質問だったと思いま

す。 

 まず、今うちのほうで検討している規模に

つきましては、年間１０万円を上限として、

例えば５年間、対象者を３０名程度で行うと

いうふうなことを基本として、制定のほうに

向けて今鋭意検討している状況でございま

す。 

 ただいま御質問にありました公務員ですと

か教員というようなことの対象者、一応税の

公平性等もあるかと思いますけれども、その

辺についてはどこまでを対象にするのかとい

うのは、範囲についてはまだ検討段階でござ

いますので、ただいま御質問、御提案のあり

ました公務員等についても、どういった形で

サポートできるのかも含めて鋭意検討してま

いりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 以上で、小比類巻孝

幸議員の質問を終わります。 

 この際、午後１時まで休憩します。 

午前１１時３７分 休憩 

──────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（堀 光雄君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ここで、議長を交代します。 

○副議長（加澤 明君） 議長を交代しまし

た。 

 それでは、一般質問を次に移ります。 

 遠藤泰子議員の登壇を願います。 

 遠藤議員。 

○６番（遠藤泰子君） ６番、かがやきの遠

藤泰子でございます。 

 通告に基づきまして、防災対策についてと

市内小中学校を取り巻く課題についての２
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点、順に質問いたしますので、よろしくお願

いいたします。 

 令和６年１月１日、新年早々に能登半島で

発生した震度７の地震、そして津波が発生い

たしました。お亡くなりになられた方々の御

冥福をお祈りし、被災された方々に御見舞い

を申し上げますとともに、被災地の１日も早

い復旧、復興を願うものであります。 

 天災は忘れた頃にやってくると申します

が、これは夏目漱石門下の随筆家で物理学者

の寺田寅彦氏が１９２３年に発生した関東大

震災をきっかけに述べられた戒めの言葉とさ

れております。関東大震災から１０１年が経

過しましたが、近年の異常気象や自然災害の

発生状況を見ると、もはや忘れなくてもやっ

てくるという認識に切り替えるべきであり、

平時からできる限りの準備と対策を取ること

が必要であると思います。 

 当市においても、災害時を想定した防災訓

練の実施のほか、自主防災組織活動の推進、

防災教育、避難所の確保、食料品等の備蓄な

ど、災害対応のマニュアルなどを改善しなが

ら、危機感を持って取り組まれているものと

理解しております。 

 災害時の役割には、自分の命は自らが守る

自助、家族や友人と助け合う互助、地域の安

全はみんなで守る共助、国や自治体などの支

援活動の公助がありますが、一般に災害規模

が大きくなるほど、公助による迅速な援助が

期待できないとされており、地域や被害の状

況によって異なりますが、効果的な公助が展

開されるまでには、おおむね１週間程度かか

るという分析もあります。 

 尊い命を守るためには、公助が機能する前

の対応が重要であり、自主防災組織をはじめ

とした地域の組織体制を強化していく必要が

あるものと思います。 

 県内では比較的若い人が多い当市であって

も、高齢化が着実に進んでおり、現状を的確

に把握しながら、将来を見据えた地域防災体

制を維持し、さらには進化させていく取組が

求められているものと感じております。 

 特に大規模災害時の避難所運営において

は、２４時間対応が長期間にわたって続くこ

とから、マンパワーの確保とともに、円滑に

運用するために防災対策の知識を持ったリー

ダーが必要となります。 

 他の自治体の動きを見ると、自主防災組織

や学校、福祉施設、事業所等に防災士の配

置、活用が全国的に広がっております。この

防災士でありますが、日本防災士機構による

と、２００３年から防災士養成研修と資格取

得試験が始まり、以来、年々防災士認証登録

者が増加しており、２０２４年１月末現在、

全国で約２７万７,０００人が登録するに至っ

ているとのことであります。 

 防災士資格は、民間資格ではありますが、

地域防災力の向上に寄与したいという方々が

その思いの下、自発的な防災ボランティア活

動を行っております。防災の知識を持った意

識の高い方々が、年々増加しているというこ

とは心強く感じるところであります。 

 当市の防災対策において、自助、互助、共

助となる市民の力の活用を促進させていくた

め、一人でも多くの防災士を養成し、市の災

害対策や避難所運営等の役割に組み入れてい

くことを検討すべきと考えますが、防災士の

必要性について、市ではどのように捉えてい

るのかお伺いします。 

 防災問題の２点目ですが、防災士資格を取

得するための自治体の助成が増加しておりま

す。日本防災士機構のホームページによる

と、青森県内においては弘前市と十和田市が

防災士資格取得費用、防災士教本代、受験料

等の費用の一部または全額の助成を実施して

おります。また、八戸市においては自主防災

組織で活動できることなどを条件とした限度

額４万円の八戸市防災士養成事業補助金を設

けております。全国的に広がりつつある防災

士の活用を後押しするため、当市においても

防災士の資格取得を啓発、さらには資格取得

のための支援を検討すべきと思いますが、お

考えをお伺いします。 

 次に、防災問題の３点目ですが、防災用品
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購入補助についてお伺いします。 

 前段で申し上げましたが、災害発生時にお

いては、まずは自分の命は自らが守る、自助

の対策が重要です。三沢市民、どれだけの方

が自助のための対策を取られているのでしょ

うか。啓発のパンフレットだけでは命は守れ

ません。救護物資の支援が届く前、数日間を

生活するための水、食料などの備蓄品、非常

用持出品などは各家庭で備えておくことが推

奨されております。 

 防災に関しての自治体ホームページを調べ

ていくと、防災用品購入補助金を実施してい

る自治体が見受けられます。東京都国分寺市

は５,０００円を限度に２分の１の補助、長野

県安曇野市では２万円を限度に３分の１の補

助などがあります。予算上の制約など課題が

あるかと思いますが、当市においては防災用

リュック、防災用品購入補助制度について検

討されてきているのか、考えについてお伺い

します。 

 次に、教育問題、市内小中学校を取り巻く

課題についての質問に移ります。 

 ２０１９年４月１日に施行された働き方改

革関連法により、様々な職種で働き方改革が

進められております。特に時間外労働の上限

規制については、２０１９年４月から大企業

が適用となり、２０２０年４月からは中小企

業が適用となりました。そして、２０２４年

４月からは自動車運転業務、建設事業、医師

の上限規制が適用となります。学校において

は報道にも取り上げられているとおり、労働

環境が厳しいことが指摘されており、教員の

心身の故障の増加や教員のなり手が減少する

など、教員不足がクローズアップされてきて

おります。 

 こうした中、文部科学省が公表した令和５

年度教育委員会における学校の働き方改革の

ための取組状況調査の結果概要を見ますと、

３分類に係る取組状況が示されております。 

 一つ目の基本的には学校以外が担うべき業

務として、登下校に関する対応、放課後から

夜間における見回り、児童生徒が補導された

ときの対応などがあります。 

 二つ目の学校の業務だが必ずしも教師が担

う必要のない業務として、児童生徒の休み時

間における対応、部活動などがあります。 

 三つ目の教師の業務だが負担軽減が可能な

業務として、給食時の対応、学校行事の準備

運営、進路指導などがあります。 

 全国の取組事例においては、民間委託、地

域人材等の協力などによって工夫を凝らした

取組が進められているものの実例も掲載され

ておりました。市区町村における特に優先的

に取り組む項目としては、１位が部活動、２

位が支援が必要な児童生徒・家庭への対応、

３位が地域ボランティアとの連絡調整という

結果となっております。 

 当市においても、市内小中学校において、

取り組む課題を整理しながら、教育支援員、

部活動の地域移行など人的配置の拡充や授業

の見直し、学校ＤＸの推進など教育の質を落

とすことなく進められてきているものと理解

しておりますが、当市における教員の働き方

に伴う現状の課題と今後の取組内容につい

て、教育問題の１点目としてお伺いいたしま

す。 

 次に２点目として、三川目小学校の閉校に

伴う質問となります。 

 令和５年１２月の定例教育委員会におい

て、三川目小学校と三沢小学校の令和７年４

月１日付けの統合が決定したと伺っておりま

す。三川目小学校規模適正化につきまして

は、令和元年にスタートした三沢市学校規模

適正化検討委員会の意見集約を経て、三沢市

学校規模適正化基本方針が決定され、令和４

年に三川目小学校規模適正化検討委員会、令

和５年からの三川目小学校統合検討委員会に

より、意見集約と協議が丁寧に進められてき

たものと理解しております。教育長はじめ、

教育委員会、関係各位の御労苦に敬意を表す

るところであります。 

 三川目小学校創立１４０周年を迎え、閉校

するにあたり、三川目小学校閉校に伴うこれ

までの経過と今後対応すべき諸問題について
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お伺いいたします。御答弁のほどよろしくお

願いいたします。 

○副議長（加澤 明君） ただいまの遠藤泰

子議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの遠藤議

員御質問の行政問題の防災対策についての第

１点目、避難所運営における防災士の必要性

については私から、そのほかにつきましては

総務部長並びに教育部長からお答えをさせま

すので、御了承願いたいと存じます。 

 防災士とは、阪神淡路大震災において、行

政機関も被災し、救助、救出、消火活動等に

制限が及んだ教訓を踏まえ、民間の防災リー

ダーの養成を目的として、ＮＰＯ法人である

日本防災士機構が創設した民間資格であり、

自助、共助、協働を原則として社会の様々な

場で防災力を高める活動が期待され、そのた

めの十分な意識と一定の知識、技能を習得し

たことを同機構が認証するものでございま

す。令和５年１２月末日現在、青森県におい

ては３,４６８名、当市においても９９名の認

証登録者がおります。 

 御質問の避難所運営における防災士の必要

性につきましては、地域の自主防災会の方々

との協力において発揮される防災士のリー

ダーシップ、避難者支援のノウハウ、避難所

運営等の知識及び技能は大いに期待され、大

変有効なものであると認識しております。 

 私からは、以上です。 

○副議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（蹴揚光昭君） 行政問題の防災

対策についての第２点目、防災士資格を取得

するための啓発及び支援についてお答えいた

します。 

 防災士資格を取得するには、日本防災士機

構が認証した研修機関が実施する講座を受講

し、資格取得試験に合格の上、全国の自治

体、地域消防署、日本赤十字社等の公的機関

またはこれに準ずる団体が主催する救急救命

講習を受講し、修了証を取得する必要がござ

います。また、取得費用は令和６年１月末日

現在、６万数千円程度となっております。 

 御質問の防災士資格を取得するための啓発

及び支援につきましては、当市におきまして

も災害時における防災士の存在は大変重要な

ものであると認識しておりますことから、自

主防災組織等の団体を対象とした災害に強い

まちづくり市民提案事業について、説明会や

市のホームページでの周知を図りながら啓発

するとともに、自主防災会の構成員等が防災

士の資格を取得する際の費用も助成の対象と

しているところでございます。 

 現在は、個人に対する助成制度はございま

せんが、他自治体の事例を調査検討してまい

りたいと考えております。 

 次に、防災対策についての第３点目、防災

用品購入補助制度導入についてお答えいたし

ます。 

 近年、大きな災害が多く発生していること

に伴い、家庭において防災意識も高まってい

ると認識しております。自治体によっては市

民の皆様の自助力の向上を図るため、簡易ト

イレ、懐中電灯、携帯ラジオ等、防災用品の

購入に対し、補助制度を導入し、災害が発生

した際の備えの拡充を図っているところもご

ざいます。 

 御質問の防災用品購入補助制度につきまし

ては、当市では自主防災組織資機材整備事業

費補助金により、自主防災組織が行う防災用

品や物資の購入を補助対象としているところ

でありますが、個々の家庭に対する助成は

行っていないのが現状であります。 

 今後におきましては、個人に対する補助制

度について、既に導入を図っている自治体の

状況を調査検討してまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 教育部長。 

○教育部長（田辺正英君） 教育問題の市内

小中学校を取り巻く課題についての第１点

目、教員の働き方改革に伴う現状の課題と今

後の取組内容についてお答えいたします。 
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 当市における教員の働き方改革について

は、国や県の方針を受け、令和２年３月に三

沢市教育委員会学校における働き方改革プラ

ンを策定し取り組んでいるところでございま

す。 

 改革の具体策につきましては、タイムカー

ドによる勤務時間の把握・管理や学校教育支

援員等の人的配置の拡充、学校閉庁期間の延

長のほか、昨年５月には三沢市立小中学校教

育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

を、８月には三沢市立小中学校養護教諭及び

栄養教諭の標準的な職務の内容とその遂行に

関する要綱を制定し、教員の負担軽減に努め

ております。 

 また、新規事業として学校が抱える問題を

解決するための方向性を学ぶ法務相談や、教

員または児童生徒を対象とした研修会の講師

等を弁護士が行う学校弁護士相談体制、医師

が過重労働者に面接指導を行う過重労働によ

る健康障害防止のための健康管理体制を整備

し運用をしているところでございます。 

 このような取組の結果、長時間勤務の教員

の数は減少しており、一定の効果が得られて

おりますが、中学校における部活動の負担が

依然として現状の課題となっております。 

 さらに、県費負担教員を対象とした職業性

ストレス調査を実施しており、その結果を見

ると、当市の教員は上司からの支援の数値が

極めて高く、働きがいや仕事や生活の満足度

は良好な状況となっております。一方で心理

的な仕事の負担は全国と比べて良好とは言え

ない状況にあることから、さらなる事業や業

務の見直しも現状の課題と捉えております。 

 このほかの取組といたしましては、欠席連

絡アプリや勤務時間外のメッセージ電話につ

いて、各校の実情に応じて導入可能な学校か

ら運用を開始するとともに、教員の主体性と

実効性の視点による研修体制の見直しや、市

教育振興会事業の見直し、改善にも努めてお

ります。 

 さらに、部活動の地域移行については、令

和７年度及び８年度の競技ごとの段階的移行

を目指し、学校では任意加入制や複数顧問

制、合同部活動の導入を進めており、教育委

員会では部活動指導員の拡充、保護者意向調

査等の実施、受入団体の拡充及び調整に努め

ているところでございます。 

 いずれにいたしましても、教員が児童生徒

に向き合う時間を十分に確保し、良好なワー

クライフバランスを実現できる環境整備に、

今後も引き続き努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、第２点目の三川目小学校の閉校に伴

う諸問題についてお答えいたします。 

 三川目小学校の閉校に伴うこれまでの経過

につきましては、先ほど御質問で言われたよ

うに、これまで様々な検討委員会等を開催し

協議をしてまいりました。特に今年度は５月

から１１月まで計６回にわたりまして、三川

目小学校統合検討委員会を実施したところで

ございます。 

 この統合検討委員会は、三川目小学校の学

区だけではなく、三沢小学校の学区も含めた

町内会やＰＴＡの代表、両小学校の校長及び

教頭の１７名で構成しており、統合年度や海

鳴り太鼓の存続、通学方法、児童館の利用や

統合後の校舎活用や跡地利用、この五つの検

討案件について協議をしてきたところでござ

います。 

 この結果、委員の皆様が子供ファーストの

視点に立ち、また現役の保護者の思いを尊重

した協議を重ねたことによりまして、三川目

小学校統合検討委員会意見集約書がまとめら

れ、昨年１１月２７日に同委員会委員長から

教育長にその意見書が手渡されたところでご

ざいます。 

 この内容を踏まえまして、昨年１２月２２

日の１２月定例教育委員会において、三川目

小学校と三沢小学校の令和７年４月１日付け

の統合を検討したところでございます。 

 その後、１月２４日には三川目小学校にお

きまして、町内会長及び三沢小学校校長の同

席の下で保護者説明会を実施し、意見集約書

の内容や教育委員会の方針、児童館の統合に
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ついて説明を行うとともに、保護者の皆様か

ら様々な御意見を伺ったところでございま

す。 

 三川目小学校の閉校に伴う諸問題につきま

しては、スクールバスの安全な停留所の決

定、それから児童館の統合、統合後の校舎活

用や跡地利用と捉えておりまして、スクール

バスの停留所や児童館の統合につきまして

は、引き続き保護者の意見を聞きながら進

め、校舎の活用や跡地利用につきましては、

庁内に検討委員会等を立ち上げて検討してま

いりたいと考えているところでございます。 

 教育委員会といたしましては、この統合が

単に三川目小学校を閉じ、三沢小学校と統合

するといった寂しいものではなく、より豊か

で新しい三沢小学校をつくる、そういった覚

悟でおります。 

 今後は何よりも両小学校の児童にとって、

よりよい統合となりますよう、既に始まって

いる両校の交流活動により、子供たちの不安

を希望に変えていくとともに、三川目小学校

創立１４０周年と閉校の事業につきまして支

援をしてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 遠藤議員。 

○６番（遠藤泰子君） まずは御答弁ありが

とうございました。 

 まず、教育問題につきましては、働き方改

革、また統合問題、それにつきましては、子

供ファーストの視点を持って丁寧に進めてい

るということでしたので、教育部長から細か

く、詳細な説明、御答弁があり、安心しまし

た。未来ある、不安を希望にということで、

とても感動のある答弁でございました。あり

がとうございます。 

 部活動の地域移行については、競技ごとと

か、あるいは地域ごとの不公平のないように

調整を図っていただきたいと思っています。

今後ともよろしくお願いいたします。教育問

題については、再質問はございません。 

 再質問につきましては、防災問題の１点目

です。防災士について、災害時、まだまだい

ろいろあるかと思いますが、再質問させてい

ただきます。 

 避難所運営において、防災士のリーダー

シップ、避難所支援のノウハウなど、市長の

ほうから大いに期待できる、大変有効である

と御答弁がございました。また、市内には防

災士登録者が９９名いるとのことでありまし

たけれども、県内３,４６８名ということで、

まだまだ三沢は多いなという思いはしません

が、この防災の知識、技能を持った方たちを

活用していくような取組を進めるべきだと

思っています。今後、市内の防災士を把握し

て、当市の防災対策に生かしていく考えがあ

るのかお伺いいたします。 

○副議長（加澤 明君） 答弁願います。 

総務部長。 

○総務部長（蹴揚光昭君） ただいまの再質

問、市内の防災士を把握して活用していく考

えがあるかという御質問にお答えいたしま

す。 

 答弁の中で申し上げました市内の防災士９

９名の登録者というものは、青森県防災士会

のほうに確認した数字となっておりますが、

氏名まで把握しているのは、市の補助金等で

防災士資格を取得した１７名となっておりま

す。この１７名の方々につきましては、自主

防災会等で、その地域の防災対策や、あとは

避難計画等に防災士としての知識や能力の活

用が図られていると認識しているところでご

ざいます。 

 また、他の自治体におかれましては、防災

士会が設立されているところがあり、団体と

して効果的に地域の防災・減災活動に取り組

んでいることは承知しているところでござい

ます。 

 このような防災士会の存在も防災士の方々

の活躍につながるものと考えておりますの

で、今後におきましては、他自治体における

防災士会設立に関する支援等について調査・

研究してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○副議長（加澤 明君） 遠藤議員。 

○６番（遠藤泰子君） 再質問に対しての御

答弁いただきました。私も９９名の中の一人

とは思いますが、私としては何でもかんでも

市がやるべきとは思っていません。やはり市

がまずはきっかけづくりと、その会の市内の

防災士登録者が９９人いた、だけれども、そ

の人たちが活躍する場というのがたまたま１

７名の市から補助をもらって資格を取った方

しか把握できていない。９９人の中の残りの

方々は、自分たちが何かできることがあるか

もしれないということで、この防災士資格を

取って活動したいと、思いがある方々がい

らっしゃるかと思います。ですので、市は、

ある意味きっかけづくりというか、そういう

ことをやっていただければなという思いがあ

ります。ですので、今後、よい体制づくりの

ために、何かやっていただければなという思

いがありますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 ２点目の防災士養成への支援についてと、

３点目の防災用品購入補助については、他市

の事例を調査して検討するということであり

ましたので、予算もかかることでありますの

で、慎重に検討していただいて、市民の安心

のために取組をしていただくようお願い申し

上げます。 

 以上で質問を終わります。 

○副議長（加澤 明君） 以上で、遠藤泰子

議員の質問を終わります。 

 それでは、一般質問を次に移ります。 

 春日洋子議員の登壇を願います。 

 春日議員。 

○１４番（春日洋子君） １４番、公明党の

春日洋子でございます。 

 本年１月１日に発生した能登半島地震にお

いて、お亡くなりになられた方々の御冥福を

心よりお祈り申し上げますとともに、被災さ

れた皆様に心からお見舞いを申し上げます。 

 それでは、質問の順に従い質問してまいり

ます。 

 初めに、行政問題の１点目、市職員の避難

所運営訓練についてお伺いします。 

 元旦に高齢化が進む地域を襲い、２４０人

以上の方々が犠牲になった能登半島地震から

１か月が過ぎました。石川県内の一時避難所

には、いまだに約１万４,０００人以上の人が

身を寄せていると言われます。 

 １月２６日付けの新聞報道によると、青森

県在住の防災教育や女性防災リーダー育成に

取り組む一般社団法人男女共同参画地域みら

いねっと代表理事で、防災士である小山内世

喜子氏が１月１４日から１７日まで能登半島

地震で被災した石川県穴水町に入り、避難所

の運営支援に当たったとのことです。名古屋

市のＮＰＯ法人レスキューストックヤードな

どと活動され、指定避難所２か所で炊き出し

や物資の仕分け、生活環境の改善などを支援

されました。 

 小山内氏は、これまでも各地の防災教室で

簡易トイレを紹介してきましたが、実際の使

い方や清掃方法を伝える必要があると感じた

そうです。また、ダンボールベッドの必要性

が伝わっていないことも課題に上げていま

す。さらには、物資は山積みなのに数量など

の管理に手が回らず、必要な避難者に渡らな

いこともあったとのことです。常駐する町職

員の疲弊も目立ったことから、長期化する避

難生活の場で、まず自治体職員が避難所運営

を理解しておくことが大事であり、防災担当

以外の職員も知識を身につけ、いざというと

きに備える必要があると強調されています。 

 そこで、本市においては、職員の避難所運

営訓練をこれまでどのように行われているの

かお伺いします。 

 次に、２点目のボランティアポイント制度

の導入についてお伺いします。 

 身近な場所や自然災害の被災地、国際協力

の現場など、世界中で多くの人々がボラン

ティアとして活躍しており、ボランティアは

無償の奉仕活動と捉えられがちですが、本来

の意味は自発的な意思による行動を指しま

す。 

 では、具体的にはどのようなボランティア



 

 

― 36 ― 

活動があるのでしょうか。例えば一つ目に高

齢者、障害者のサポートです。日本は高齢者

の人口が増え、介護を行う人手が不足してい

ます。地域の高齢者や障害者施設を訪問し

て、話し相手になったり、レクリエーション

を実施したりするなど、施設職員と協力して

利用者のために行うものです。そのほかに買

い物や調理、外出や朗読、音訳など、一人一

人の困りごとや要望を聞いて、ニーズに合っ

たサポートをします。 

 二つ目には、地域貢献活動です。自分が住

んでいる地域のごみ拾いのほかに、海岸や山

などの自然環境美化のための清掃活動は多く

の方々が実際に参加したこともあるのではな

いでしょうか。また、通学路や地域のパト

ロール活動や自主防災組織などの安全・安心

なまちづくりをする活動には多くの皆さんが

参加されています。 

 三つ目には、被災地や被災者への支援で

す。毎年のように自然災害が起きている日本

においては、そのたびに多くのボランティア

が瓦礫撤去やごみの分別、片付けなどを行う

重労働から、被災者への炊き出しや物資の仕

分けなど、被災地と被災者を支援するための

活動をされており、その様子をテレビや新聞

等でたびたび目にしてまいりました。 

 このように、様々なボランティア活動があ

りますが、各地の自治体ではボランティアを

行った方に対し、ポイントを付与するボラン

ティアポイント制度を実施しており、自治体

によって制度の詳細は異なりますが、行政が

カバーできない部分を市民のボランティア活

動で補おうという取組が広がっています。市

民の皆様からも、ボランティアポイント制度

の導入を望む声が届いておりますことから、

本市の御見解をお伺いします。 

 次に、３点目の難聴者への補聴器購入費の

助成についてお伺いします。 

 難聴は加齢に伴い、音を感じる部位に障害

が起こり、聴力の低下によって発生する障害

であり、４０歳代から始まり、７５歳以上で

は約半数が難聴に悩んでいると言われます。

こうした難聴の影響は、危険の察知や把握、

また友人とのコミュニケーションがうまくい

かなくなるとともに、次第に孤立し、鬱状態

や認知症の発症リスクを大きくするとも言わ

れています。危険の察知や難聴の改善には補

聴器が生活の質を維持し、社会交流を図りな

がら、住み慣れた地域で自分らしく暮らす聞

こえのバリアフリー化への必需品になってい

ます。 

 しかし、補聴器は平均価格が約１５万円以

上と高額であり、保険適用がないため、全額

個人負担となっています。年金生活者や低所

得者の高齢者にとって負担が大きすぎるた

め、経済的支援を求める声が寄せられていま

す。そこで、難聴に悩む市民の方々に補聴器

購入費を助成してほしいとの声が届いている

ことから、本市の御見解をお伺いします。 

 次に、教育問題の１点目、学校からの連絡

配信や保護者からの欠席連絡のアプリ導入に

ついてお伺いします。 

 八戸市教育委員会では、昨年８月下旬から

保護者のスマートフォンで学校への欠席連絡

や学校だよりなどの配布物の確認ができるア

プリを市内市立全小中学校６５校で導入いた

しました。学校と保護者間の連絡をデジタル

化することで、双方の時間の有効活用や負担

軽減につなげるのがねらいとされています。

教職員の働き方改革にもつながる取組で、市

教育委員会によると、青森県内では学校単位

で連絡アプリの導入例はあるものの、市町村

単位では初めての取組であると言われていま

す。 

 アプリは学校全体、クラス、部活動など、

様々な対象に配信でき、学校全体のあらゆる

場面で活用できるものであり、従来の配布物

をデジタルに置き換えることで、印刷配布に

かかっていた時間、金銭的コストを削減でき

ます。また、保護者は忙しい朝でもアプリか

ら簡単に素早く欠席や遅刻を連絡でき、学校

に届いた欠席連絡は、教職員全員で確認し、

朝に集中する電話対応を削減できます。そこ

で、このようなアプリ導入について、本市の
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取組をお伺いします。 

 最後に、２点目の子供たちが悩みを打ち明

けすい環境整備についてお伺いします。 

 文部科学省は、昨年１０月４日、令和４年

度児童生徒の問題行動、不登校等、生徒指導

上の諸課題に関する調査結果を公表しまし

た。調査結果によると、小中学校における不

登校児童生徒数は２９万９,０４８人であり、

前年度から５万４,１０８人増加し、過去最多

となりました。本調査は、全国の状況を調

査・分析することにより、教育現場における

生徒指導上の取組のより一層の充実に資する

ものとするとともに、その実態把握を行うこ

とにより、児童生徒の問題行動等の未然防

止、早期発見、早期対応に、また不登校児童

生徒への適切な個別支援につなげていくこと

を目的とし、毎年実施しているとのことで

す。 

 この公表を受け、青森県教育委員会は、文

部科学省が調査発表した２０２２年度の問題

行動不登校調査のうち、本件公立学校分の結

果を公表しており、２０２２年度に県内公立

小中高校で３０日以上欠席した不登校の児童

生徒は２,４３０人であり、前年度比３３７人

増の過去１０年間で最多となっています。そ

のうち、小学校では６１０人、中学校では１,

６１６人となっており、小学校ではおよそ９

０人に１人が、中学校ではおよそ１７人に１

人が不登校という結果となりました。また、

認知したいじめの件数は６,１３０件であり、

前年度比９７９件増だったほか、暴力行為は

１,８８１件、前年度比５５９件増となってい

ます。このような状況下で、学校内外で相談

を受けていない児童生徒数は約１１万４,００

０人に上っているとのことです。 

 そこで、今、周囲の大人たちが子供たちの

ＳＯＳを受け止め、組織的対応を行い、きめ

細かな対応が求められていることから、一人

一台端末を活用した子供のＳＯＳ相談窓口を

開設し、子供たちが悩みを打ち明けやすい環

境整備をすべきと考えます。本市の御見解を

お伺いします。 

 以上で、私の壇上からの質問を終わりま

す。 

 御答弁をよろしくお願いいたします。 

○副議長（加澤 明君） ただいまの春日洋

子議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの春日議

員御質問の行政問題の第１点目、市職員の避

難所運営訓練については私から、そのほかに

つきましては教育長並びに担当部長からお答

えをさせますので、御了承願いたいと存じま

す。 

 内閣府は、東日本大震災において、避難所

生活で多くの課題が見受けられた教訓を受

け、避難所における良好な生活環境の確保に

向けた取組指針を策定するとともに、この指

針を基に災害発生時に市町村が取り組むべき

基本的な対応について、避難所運営ガイドラ

インとして取りまとめております。 

 この中では、市町村がガイドラインを踏ま

え、地域防災計画や災害対応体制の構築、見

直しのほか、訓練や研修等を実施するととも

に、質の向上を伴った避難所運営等に取り組

むべきとされております。 

 以上のことを踏まえ、当市では、令和２年

７月に一般社団法人男女共同参画地域みらい

ねっとの御協力をいただき、避難所が被災さ

れた方々の生活のよりどころとなることに配

慮した避難所運営マニュアルを策定したとこ

ろでございます。 

 御質問の市職員の避難所運営訓練につきま

しては、例年開催している三沢市総合防災訓

練の際、これらのガイドラインやマニュアル

を踏まえ実施しているところでございます。

避難所開設、運営の役割を担う職員が避難し

てきた方々と避難所初動運営キットを活用し

た災害時の避難所開設、運営、管理体制につ

いて確認するなど、担当者がちゅうちょなく

実動することができる体制の整備を図ってい

るところでございます。 

 今後におきましても、万が一災害が発生し
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た際には、市民の皆様が不安なく避難所に避

難できるよう、訓練を重ねてまいります。 

 私からは、以上であります。 

○副議長（加澤 明君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 行政問題の

第２点目、ボランティアポイント制度の導入

についてお答えいたします。 

 ボランティアポイント制度とは、個人、団

体が行ったボランティア活動にポイントを付

与して、集めたポイントを商品券や特産品な

どと交換する制度で、人材の育成や社会活動

への参加により、地域の活性化につなげてい

く取組であります。 

 全国自治体の実践事例を見ますと、介護予

防を目的としたものや健康増進、環境美化、

ボランティアの普及・啓発など、地域の特性

を生かした取組がなされているところであり

ます。 

 県内の実践事例を見ますと、青森市では高

齢者や障害者、子育て、雪対策への支援を目

的として、また十和田市では高齢者の生きが

いづくりと介護予防を目的にこの制度を活用

しております。 

 当市におきましては、ボランティアに特化

したものではありませんが、平成２８年度か

ら健康意識の向上や健診等の受診率アップを

図ることなどを目的として、健康ポイント事

業を実施しておりますが、付与対象の１項目

として、ボランティア活動にもポイントを付

与しているところであります。 

 春日議員から御提案いただきましたボラン

ティアポイント制度でございますが、新たな

ポイント制度を創設するのか、また、既存の

健康ポイント事業を改正、拡充していくのか

という部分について、他自治体の実践事例の

情報を収集して、市民やボランティア活動団

体等の意見なども踏まえながら調査・研究し

てまいりたいと考えております。 

 続きまして、行政問題の第３点目、難聴者

への補聴器購入費の助成についてお答えいた

します。 

 当市では、身体障害者手帳の交付を受けて

いる聴覚障害のある方に対し、障害者総合支

援法に基づく補装具費の支給として、補聴器

購入や修理にかかる費用の助成を行っている

ところでございます。また、身体障害者手帳

の交付を受けていない１８歳未満の方に対し

ては、県が実施している軽度・中等度難聴時

補聴器購入費等補助金を活用し、費用の助成

を行っているところであります。 

 その一方で、身体障害者手帳の交付を受け

ていない１８歳以上の方に対しては、国、県

による補聴器購入費等の助成制度はなく、当

市においても助成を実施していないのが現状

でございます。 

 そのような中、補聴器が高額で購入できな

い人が社会的に孤立している可能性があるこ

とや、ひきこもりや認知症予防のためにも難

聴への対応が重要であることがＷＨＯ世界保

健機関でも認められていることから、ひきこ

もりや認知症予防、そして経済的支援のため

に、全国各自治体において、成人軽度・中等

度難聴補聴器購入費の助成が普及してきてお

ります。 

 この助成事業により、多くの方が補聴器を

購入しやすくなり、聞こえにくさが改善する

ことで周囲の人たちとのコミュニケーション

が活発化され、孤立や認知症リスクの軽減に

つながることが期待されております。 

 当市といたしましても、身体障害者手帳の

有無や年齢を問わず、難聴を抱える全ての方

に対し切れ目なく支援ができるよう、先進自

治体の取組を参考に成人軽度・中等度難聴者

に対する補聴器購入費助成の実施に向けて検

討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 教育長。 

○教育長（山内康之君） 教育問題の第２点

目、子供たちが悩みを打ち明けやすい環境整

備についてお答えいたします。 

 現在、市内小中学校においては、一人一人

の児童生徒が安心して生活できる学校を目指

して、児童生徒同士及び教員との共感的な関

係を土台とし、学級担任を中心に児童生徒の
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悩みごと等のきめ細やかな状況把握と組織的

対応に努めております。 

 具体的には、日頃の丁寧な観察はもちろん

のこと、定期的なアンケートや個人面談及び

保護者との電話相談や家庭訪問を行う中で、

迅速・丁寧に個々の悩みごとに対応しており

ます。 

 また、市内の全小中学校に臨床心理士の資

格を持ったスクールカウンセラーを定期的に

派遣するとともに、市独自に心の教室相談員

及びスクールソーシャルワーカーを配置する

など、複数の相談窓口を設置しております。 

 学校以外にも教育相談センターや県の２４

時間子供ＳＯＳ相談ダイヤルなどの専門機関

と連携し、相談体制を強化しております。 

 御質問のタブレット端末の活用は、より相

談しやすい環境整備の手段としてとても有効

であると認識しております。 

 当市では今年度、ＩＣＴ環境整備モデル事

業校において、タブレット端末を用いて、学

級担任や学年主任が登校が難しい生徒と直接

やり取りし、悩みごとに寄り添ったり、生活

や学校の様子について伝え合ったりしており

ます。 

 また、オンライン会議形式で面談を行った

り、リアルタイムで授業を配信し、学級の様

子を感じてもらったりするなど、個別の対応

を行っているところであります。 

 今後は、これらの取組の効果や課題を検証

し、市内全小中学校へ広めることで、よりき

め細やかな相談体制を構築してまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 教育部長。 

○教育部長（田辺正英君） 教育問題の第１

点目、学校からの連絡配信や保護者からの欠

席連絡のアプリ導入についてお答えいたしま

す。 

 令和２年１０月に文部科学省から学校、保

護者等間における連絡手段のデジタル化の推

進が通知され、デジタル時代に向けた学校、

保護者間のコミュニケーションツールの一つ

として、欠席連絡アプリは非常に利便性に優

れたものと認識いたしております。 

 また、このアプリは欠席連絡だけではな

く、学校からの配布物や保護者からの提出書

類等の出した、出さない、持たせた、まだ出

ていないなどのやり取りがなくなり、ペー

パーレス化のメリットも多大であると承知い

たしております。 

 既に欠席連絡アプリを導入している八戸市

では、教職員や保護者からも大変好評を得て

いるとのことから、当市においてもアプリ導

入の推進のため、校長会等において周知や資

料提供を行っており、昨年１１月から随時ア

プリを導入している状況となっております。 

 アプリを導入している学校は、令和６年１

月末現在で、市内１２校中、６校であり、そ

の加入率は約９０％となっております。ま

た、３月末までには３校が導入予定であり、

残り３校は導入を検討しているということに

なっております。 

 導入済みの学校からは、朝の欠席連絡の電

話対応で混乱することもなく、全教職員が瞬

時に児童生徒の出席状況を確認することがで

きるなど、業務の負担が軽減されたことで働

き方改革を実感したという声も寄せられてお

ります。 

 また、加入済みの保護者からは、朝の慌た

だしい時間帯に電話連絡の手間が省けること

や、電話がつながらないなどの問題が改善さ

れ、大変好評を得ていると聞き及んでおりま

す。 

 今後におきましても、ＩＣＴ環境の整備や

デジタル化の活用を取り入れながら、業務効

率化による教職員の労働の改善と働き方改革

を推進させるとともに、さらなる教育の充実

と質の向上に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 春日議員。 

○１４番（春日洋子君） 御答弁ありがとう

ございました。 

 それでは、ただいまの御答弁に対しまして
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再質問をさせていただきます。 

 初めに、行政問題の１点目であります市職

員の避難所運営訓練について再質問いたしま

す。 

 既にこの場にいらっしゃる皆様も認識をさ

れていらっしゃると思いますけれども、こと

に日本におきましては、東日本大震災のおり

に、避難所における女性の皆様への被害、ま

た女性ならではの困りごと、これが非常に多

く浮き彫りになりました。避難所運営には女

性の視点がいかに大事であるか、このことが

全国的にも周知されることとなりました。そ

こで、女性の声や視点を反映させるために

は、それぞれの部署に女性を配置するという

ことが求められているものと思っておりま

す。 

 再質問でお聞きしたい点は、三沢市におき

ましては、防災管理課に女性職員は配置され

ているでしょうか。また、市の指定避難所、

それぞれ市職員が役割分担を担うことになっ

ていると思いますけれども、この三沢市の指

定避難所へ女性職員の配置、これはどのよう

になされているのでしょうか。 

 また、先ほど御答弁の中でも示していただ

きましたけれども、これまで三沢市総合防災

訓練において、避難所運営訓練を実施してま

いりました。そのことも私も承知してござい

ます。前段でも申し上げました男女共同参画

地域みらいねっと、県が主導したみらいねっ

との避難所運営訓練、これにも私は実は参加

をさせていただき、避難所運営支援員という

カードを頂戴しております。 

 そこで私が考えているのは、防災訓練とは

別の場を設けまして、地域みらいねっとの皆

様も、どうか自分たちを使ってください、ど

んどん呼んでくださいというふうにおっ

しゃっております。理事の中には三沢市在住

の方もおいでになります。日頃から非常に懇

談または情報交換もしておりますので、ぜひ

この声を受けまして、三沢市におきまして

も、市職員の皆様、別の避難所運営訓練、こ

れに特化した、こういう訓練を実施し、それ

ぞれの職員の皆様、これまでも知識を深める

ために様々学んでくださっているというふう

には承知しておりますけれども、実際に動い

てみることがいかに大事か、想定外のことが

起こりうる、こういう災害時に、様々応用が

利く、判断を瞬時にできる、これはなかなか

難しいのではないかと思っております。です

ので、計画的に市職員の皆様の避難所運営訓

練、まずはここを核として、そして地域、市

民の皆様にも広げていく、このことが非常に

今大事ではないかというふうに思っておりま

したので、この点についてお聞かせいただき

たいと思います。 

○副議長（加澤 明君） 答弁願います。 

総務部長。 

○総務部長（蹴揚光昭君） ただいまの再質

問ですが、３点、防災管理課への女性職員の

配置、あとは指定避難所への女性職員の配

置、そして防災訓練とは別の場での地域みら

いねっとの協力をいただいての市職員の避難

所運営訓練、この３点だったと思いますが、

それぞれお答えしたいと思います。 

 初めに、第１点目の防災管理課への女性職

員の配置ですが、防災管理課につきまして

は、平成２６年度から単独の組織となってお

ります。これまで事務補助を行う会計年度任

用職員等の女性職員は配置されていたところ

ではありますが、実際に防災、あと災害対応

を担当する女性職員につきましては、これま

で配置されていない状況でございます。た

だ、最近の報道等でも避難所運営などにおい

て女性への配慮に関する課題が多く指摘され

ておりますことから、避難所運営を含めた災

害対応等について、女性視点で考えることの

必要性は十分認識しているところでございま

す。このことから、あらゆる災害対応等への

女性視点の考え方を取り入れるため、防災管

理課への女性職員の配置を含めまして、どの

ような方法が有効か、今後検討してまいりた

いと考えております。 

 次に、指定避難所への女性職員の配置につ

いてお答えいたします。指定避難所を開設す
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るときには、基本的に避難所１か所につき、

職員３人で対応することとしております。こ

の際には、避難する女性への配慮などから、

３人のうち１人以上は必ず女性職員を配置す

るようにしているところでございます。 

 次に三つ目の防災訓練とは別の場での地域

みらいねっとに協力いただき、市職員が避難

所運営訓練をしたらどうかという御質問です

けれども、こちらにつきましては、確かに市

の総合防災訓練でありますと、年に１回だけ

の訓練ということがございますので、より円

滑に避難所運営を行うためには、その総合避

難訓練以外にも訓練をすることは大変有効な

ことと考えておりますので、お話のありまし

た地域みらいねっと、また、ほかにもそう

いった御協力いただける団体がございました

ら、そちらの方ともいろいろ連絡を取らせて

いただきまして、訓練の実施に向けて検討し

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 春日議員。 

○１４番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。 

 ぜひ、現場で動くということは非常に大切

だと思っておりますので、より三沢市ならで

はのまた有効的な取組をお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 次に、２点目のボランティアポイント制度

の導入について再質問いたします。 

 三沢市でありがたく、平成２８年度より健

康ポイント事業、実施していただいていまし

て、私も常日頃から健康診断、がん検診

等々、取組の中でポイントをゲットしてまい

りましたけれども、本当にお恥ずかしい話で

すけれども、そのチラシ、またポイントカー

ド、この中にポイント、ボランティア活動に

対してのポイントを付与しているということ

を実はうっかり見逃しておりまして、非常に

反省をしているところでございました。認識

不足でございました。 

 この質問のきっかけは、子育て世代の方が

学校での読み聞かせボランティア等々、地域

でのボランティアを日頃、お仲間と共に実施

をしている。何か欲しいという、そういうも

のではないのですけれども、皆さんがより、

御自分がリーダーであることから、皆様にお

疲れさまの言葉をお掛けしながらも、何か１

年の中でポイントがたまって、何かまた励み

になってやる気満々になる、そんな思いを抱

いての言葉でありましたので、またその声を

お届けさせていただきますというのが今回の

質問につながったわけでございます。 

 そこで、改めてこの機会に健康ポイント制

度、この事業、これまでの現在つかんでいる

範囲の中でお聞かせいただければと思います

けれども、この健康ポイント事業の中でのこ

れまでの概要、また実績など、参考にお聞か

せいただきたいと思います。 

 前段で私も含めて、この事業の内容、ボラ

ンティア活動ということがちょっと理解され

ていないという方も、私を含めていらっしゃ

るのだなということも今改めて理解すること

となったものですから、これからさらなるい

ろいろな世代の方々に、この事業の周知を再

度していただければありがたいかなというふ

うに思っているところですけれども、この点

についての現段階での取組、御見解をお聞か

せいただきたいと思います。 

○副議長（加澤 明君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 春日議員御

質問のボランティアポイント制度の導入につ

いての再質問にお答えしたいと思います。 

 ２点ほどあったと思うのですけれども、健

康ポイント事業の概要と実績、それから当該

事業のさらなる周知というところの２点につ

いてお答えしたいと思います。 

 健康ポイント事業の概要につきましては、

まず目的といたしましては、市民の健康づく

りと市の活性化を目的としております。それ

から、健康診査等の受診や健康づくり事業、

それから介護予防事業等への参加に対し、そ

れぞれ決められたポイントを付与して、商品

券または空街ポイントに交換するといった仕

組みになっております。それとまたさらに年
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間を通じて高ポイントを獲得された方には地

場産品のほうをプレゼントしているような内

容となっております。 

 実績につきましては、令和４年度を例に実

績を述べますと、１０ポイントを獲得して５

００円分の商品券またはポイントと交換され

た方は２,４２５名の方がいらっしゃいます。

そのうち、このただいまのボランティアポイ

ント、ボランティア活動によりポイントを付

与した方の詳細な人数というのはカウントし

ていないのですけれども、数名から数十名程

度というところで、まだまだ認知不足かなと

いうふうは感じております。 

 先ほど言ったとおり、ボランティア活動の

ポイントについては、まだ周知されていない

と感じているものですから、今後におきまし

ては、さらなる周知によって、またさらに活

用がされることを期待しているところでござ

います。 

 この健康ポイント事業につきましては、健

康づくりを目的としておりますことから、健

診、受診等の健康増進に取り組んでいただい

た上で、ボランティア活動でのポイントをた

めていただきたいと思いますが、ボランティ

ア活動の推進にも寄与できるというところで

ございますので、さらなる積極的な周知、特

に若い世代への積極的な周知方法というもの

を今後検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 春日議員。 

○１４番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。ぜひ、よろしくお願いいたします。 

 次に、３点目の難聴者への補聴器購入費の

助成について再質問させていただきます。 

 健康福祉部長からの御答弁では、難聴を抱

える全ての方に対して切れ目なく支援できる

よう、また先進自治体の取組を参考にして、

補聴器購入費の助成の実施に向けて検討して

まいりたい、非常に心強い前向きな答弁であ

るというふうに受け止めました。 

 そこで、この機会に参考にお聞かせいただ

きたいと思っておりましたけれども、独自で

購入費の助成を実施している自治体、これは

全国に目を向けますとどのくらいあるので

しょうか。もし把握していましたらお聞かせ

いただきたいと思っております。 

 また併せて、青森県、この県内自治体での

実施状況、現在どのようになっているか、併

せてお聞かせいただければありがたく思いま

す。よろしくお願いします。 

○副議長（加澤 明君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） ただいまの

再質問の難聴者への補聴器購入費の全国及び

県内の実施状況というところでございます

が、まず公的助成の対象とならない成人の軽

度・中等度難聴の方に助成を実施している自

治体は、令和５年４月末時点で１４３自治体

ございます。対象年齢の制限や助成金額の限

度額を設定しているなど、各自治体によって

助成内容は様々でございます。なお、導入し

ていない市町村が所在する県につきまして

は、東北地方では青森県のみとなっておりま

す。 

 しかしながら、医師会などからの要望も

あって、今年度から助成の実施に向けて、予

算措置などの取組を進める自治体もあること

から、来年度以降、さらにこの事業を実施す

るといった、増加するものと見込んでおりま

す。 

 また、県内１０市の実施動向を調べました

ところ、弘前市が令和６年度から助成を実施

することで今現在進めているということでし

た。そのほか、２市が実施に向けて検討中、

６市は今のところ実施は考えていないという

ことでございました。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 春日議員。 

○１４番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。東北地方では青森県のみが導入して

いない市町村があるということで、弘前市進

行中、ぜひ三沢市にも期待したいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 次に、教育問題の１点目、学校からの連絡
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配信や保護者からの欠席連絡のアプリ導入に

ついて、こちらは再質問はございません。教

育部長からの御答弁の中で、三沢市におきま

しても、このアプリの導入について進んでい

らっしゃるということも理解をさせていただ

きました。やはり、今後速やかに、全ての学

校で導入される、これはもちろん、そのよう

に進んでいくものというふうに期待し、また

受け止めておりますけれども、教育委員会と

しても、またバックアップをしていただきた

い、後押しをしていただきたいというふうに

思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

 最後の再質問ですけれども、２点目の子供

たちが悩みを打ち明けやすい環境整備につい

て再質問させていただきます。 

 教育長の御答弁の中で、現在市内の学校で

ＩＣＴモデル校、実施していらっしゃるとい

うことを御答弁の中で示していただきまし

た。私も前段で申し述べましたとおり、これ

まで学校も様々創意工夫をして、子供たちの

悩み、寄り添う、早期発見、深刻にならない

ように御努力をされてきているということ

は、私なりに理解をし、感謝を申し上げてい

るところでございますけれども、やはりさら

なる環境づくりという意味合いでございまし

たので、今回質問とさせていただきましたけ

れども、そこで、タブレット端末、学校にお

いて、まだ家庭に持ち帰っていない状況であ

るとか、様々配慮すべきことがたくさんある

ということも承知の上でありますけれども、

ぜひこの機会に、今までも検討していただい

ているということは承知いたしましたけれど

も、タブレット端末を活用した相談できる体

制づくり。これまで、現在までこの場でお示

しいただける範囲の中でお聞かせいただけれ

ばと思うのですけれども、現在このＩＣＴモ

デル校では、どのような取組をされているの

か、工夫をされているのかということをお聞

かせいただければありがたく思います。よろ

しくお願いいたします。 

○副議長（加澤 明君） 教育長。 

○教育長（山内康之君） ただいまの再質問

は、タブレット端末の自宅持ち帰りによっ

て、気軽に悩み相談ができないかというふう

な、そういった再質問かと受け止めておりま

す。 

 令和４年度にオフラインでの持ち帰り学習

は各校の意向に応じて実施できるよう、環境

整備をしてまいりました。また、オンライン

での持ち帰り学習は、基本的には緊急時を想

定しているところでございますが、家庭にお

いてオンラインで活用をする場合、当市にお

けるタブレット端末の通信回線はＷｉ－Ｆｉ

を利用していることから、環境が整っていな

い場所でのタブレット端末の利用について

は、ルーターの貸し出しにより対応すること

としております。市内のモデル校において

も、そういった形で行われておるというふう

なことでございます。 

 今後は、現在実施中の市内モデル事業校に

よる実証実験を通して、成果や課題を改めて

洗い出して、タブレット端末をオンライン環

境下で自宅に持ち帰り、市内全ての児童生徒

の悩みやＳＯＳ、また、心や体調の変化をも

キャッチすることができるよう、また、併せ

てＳＯＳの出し方等も子供たちに指導しなが

ら、相談のしやすい環境づくりに努めてまい

りたいというふうに考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 以上で、春日洋子

議員の質問を終わります。 

 これをもって、一般質問を終わります。 

───────────────── 

  ◎日程第 ２ 議案第 １号から 

   日程第３０ 議案第２９号まで 

○副議長（加澤 明君） 次に、日程第２ 

議案第１号令和６年度三沢市一般会計予算か

ら、日程第３０ 議案第２９号市道の路線の

認定についてまでを一括議題といたします。 

───────────────── 

  ◎日程第３１ 総括質疑 

○副議長（加澤 明君） 日程第３１ ただ
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いま一括議題といたしました全議案に対し、

総括質疑を行いますが、通告がありませんの

で、総括質疑を終結します。 

───────────────── 

  ◎日程第３２ 議案第３０号 

○副議長（加澤 明君） 日程第３２ 議案

第３０号令和５年度三沢市一般会計補正予算

（第８号）を議題とします。 

この議案は、昨日、当局より追加議案とし

て提出されたものです。 

 提案理由の説明を願います。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） 本日、追加上程さ

れました議案の概要について御説明申し上げ

ます。 

 議案第３０号令和５年度三沢市一般会計補

正予算（第８号）は、住民税均等割のみ課税

世帯などに対する物価高騰支援給付金の給付

及び道路の除雪業務に要する経費の補正と

なっております。 

 この結果、補正総額は、歳入歳出ともに３

億１,４５０万円の増額補正となり、既定額と

の累計では２６１億８,８４２万４,０００円

となったところであります。 

 以上、提案いたしました議案について、そ

の概要を御説明申し上げましたが、詳細につ

きましては、後ほど議案審議の際に、本職並

びに関係部長等から御説明を申し上げたいと

存じます。 

 何とぞ、慎重御審議の上、原案のとおり御

議決賜りますようお願いを申し上げます。 

○副議長（加澤 明君） これより、質疑を

行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（加澤 明君） ないようですの

で、質疑を終結します。 

───────────────── 

  ◎日程第３３ 特別委員会の設置及び 

         議案の付託 

○副議長（加澤 明君） 日程第３３ 特別

委員会の設置及び議案の付託を行います。 

 お諮りします。 

 たただいま議題となっております議案第１

号から議案第３０号までの審査に当たりまし

ては、１５名をもって構成する予算審査特別

委員会、８名をもって構成する補正予算審査

特別委員会、７名をもって構成する条例等審

査特別委員会をそれぞれ設置し、これに付託

の上、慎重に行いたいと思いますが、これに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（加澤 明君） 御異議なしと認め

ます。 

 よって、予算審査特別委員会、定数１５

名、補正予算審査特別委員会、定数８名、条

例等審査特別委員会、定数７名をそれぞれ設

置し、これに付託することに決しました。 

 それでは、議案の付託を行います。 

 予算審査特別委員会には議案第１号から議

案第８号までの計８件を、予算審査特別委員

会には議案第９号から第１３号まで及び議案

第３０号の計６件を、条例等審査特別委員会

には議案第１４号から議案第２９号までの計

１６件を、それぞれ付託します。 

───────────────── 

  ◎日程第３４ 特別委員会委員の選任 

○副議長（加澤 明君） 日程第３４ 特別

委員会委員の選任を行います。 

 ただいま設置されました３特別委員会の委

員の選任については、三沢市議会委員会条例

第８条第１項の規定により、お手元に配付ま

たはタブレットに配信しております特別委員

会委員及び付託議案一覧表のとおり指名しま

す。 

 なお、特別委員会委員の方々は、次の休憩

中に、委員長、副委員長をそれぞれ互選し、

議長まで報告願います。 

 また、ただいま設置されました各特別委員

会の組織会は、初めに予算審査特別委員会を

大会議室において行い、引き続き補正予算審

査特別委員会を大会議室、条例等審査特別委

員会を第２会議室において、それぞれ願いま

す。 

 この際、委員会開催のため、暫時休憩しま 
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す。 

午後 ２時２８分 休憩 

──────────────── 

午後 ２時３５分 再開 

○副議長（加澤 明君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 先ほど設置されました３特別委員会の委員

長、副委員長の互選の結果を報告します。 

 予算審査特別委員会委員長、馬場騎一委

員、副委員長、西村盛男委員。補正予算審査

特別委員会委員長、佐々木卓也委員、副委員

長、下山光義委員。条例等審査特別委員会委

員長、森三郎委員、副委員長、久保田隆二委

員とそれぞれ決した旨の報告がありました。 

───────────────── 

○副議長（加澤 明君） 以上で、本日の日

程は終了しました。 

 なお、明日から１８日までは、特別委員会

審査等のため、本会議は休会となります。 

 次回本会議は、１９日午前１０時から会議

を開きます。 

 本日は、これをもって散会します。 

午後 ２時３６分 散会   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


